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　富山県は、明治16年に石川県から分県・誕生して以来、今年で140年を迎えました。私たちの先達は、この分県を契機
として治水事業や砂防事業を積極的に進めるとともに、道路や港湾など様々な施設を整えてきました。このように土木の仕
事を不断に積み重ねてきた結果、現在では全国トップレベルの「住みよい県」という評価をいただいております。
　この冊子は今、「とやまの土木」はどんなことをしているのかをご紹介するものです。本冊子を通して、わたしたちの行
う土木の仕事をご理解いただければ幸いです。

　富山県は、本州日本海側のほぼ中央部に位置し、東西90km、南北76km、面積は約
4,247k㎡で、国土の約１%を占めています。
　蝶々が羽を開いたような形で、山と海に囲まれたまとまりのよい県土です。3,000m
級の山々が連なる立山連峰と、ここに源を発する黒部川、早月川、常願寺川などの急流
河川、その下流には、緑に包まれた扇状地平野、日本海側最大の外洋性湾で海底谷が発
達した水深1,000mを超える富山湾に至るまで、高低差4,000mのダイナミックで変化
に富んだ地形を有しています。
　さらに県東部では、常願寺川流域の立山カルデラや弥陀ヶ原、地獄谷、五色が原など
からなる弥陀ヶ原火山があり、県西部にも白山火山が隣接しています。

　富山県の人口は、1,009,050人（R5.4.1現在）です。これは、面積と同じく全国の約１%です。
　人口が100万人台に達したのは昭和25年の国勢調査からで、その後、全国的な大都
市への人口流出や出生数の漸減により、平成11年から人口は緩やかな減少傾向をた
どっています。

　「活力あふれる地域づくり」、「美しい県土づくり」、「安全・安心な暮らしづくり」の３つの基本政策と、それらを支える「地
域を支える建設業の振興」の４つの政策により、良質な社会資本の整備を進めます。
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現状値 令和４年 70,731TEU
●伏木富山港の外貿コンテナ取扱個数

【国際拠点港湾としての
                 伏木富山港の機能強化】

現状値 令和４年度 14.7km

●東海北陸自動車道の飛騨清見IC～     
　　 小矢部砺波JCT間の４車線化整備延長

【高速道路、幹線道路から生活道路
　　　までの道路ネットワークの整備】

目標値  110,000TEU

目標値 14.7km（中間目標値）
から増加させる

【地域の個性を活かした景観づくり】

▼
現状値 令和４年度 49.13km

●良好な景観形成や防災機能の向上が
           必要な道路の無電柱化整備延長　

目標値 51.4km

▼
現状値 平成30年度 14地区

 ●景観づくり住民協定の締結件数（累計）

目標値 17地区

【安全・安心で豊かな住環境づくり】

▼
現状値 平成30年度 80%

目標値  91%

【防災・減災、災害に強い県土づくり】

▼
現状値 令和４年度 638箇所

目標値  670箇所

●住宅の耐震化率

●土砂災害危険箇所の整備箇所数

令和８年度を目標とする指標 令和８年度を目標とする指標 令和８年度を目標とする指標

活力あふれる地域づくり 美しい県土づくり

地域を支える建設業の振興

安全・安心な暮らしづくり

〈建設業の魅力発信〉〈労働環境の改善〉
〈建設企業への支援〉
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富山市明輪町～曙町

現道拡幅、無電柱化

現道拡幅、歩道設置

鉄道高架化・高架下の道路整備

(都)牛島蜷川線

(都)駅前栄町線

富山駅付近連続立体交差事業

都市計画事業

富山市秋ケ島外

黒部市三日市

滑走路・誘導路の舗装改良

武道場改築工事

富山空港

桜井高校

その他事業

道路事業

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

3

施設名・場所名 事業内容 地　　名No.

Googleマップ上でも
確認できます！
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は
じ
め
に

Ⅰ 

は
じ
め
に

富山県内の主要事業3

安全で円滑な交通のため、高架化整備を
進めています！

（主）高岡環状線
高架橋の整備

（高岡市上伏間江～佐野）

道路
2

4



神
通
川

黒部川

片貝川

早月川

常
願
寺
川

庄
川

小
矢
部
川 新湊地区

富山地区

魚津地区
伏木地区

立山砂防

白岩堰堤

本宮堰堤

泥谷堰堤

360

472

471

359

415

160

156

304

41

８

黒部IC

滑川IC

上市スマートIC

立山IC

富山IC

富山西IC
小杉IC

高岡IC

福岡IC

小矢部東IC

高岡北IC

氷見南IC

氷見北IC

氷見IC

灘浦IC

七尾大泊IC

朝日IC

入善スマートIC

能
越
自
動
車
道

小矢部IC

砺波IC

小矢部砺波JCT

南砺スマートIC

高岡砺波スマートIC

城端スマートIC

福光IC

五箇山IC

東
海
北
陸
自
動
車
道

北陸自
動車道

4

5

4 1

2

2

2

31

4

5

6

3

2

5

1

3

4

3

2

1

2

1
1

3

2

1

3

流杉スマート

魚津IC

新高岡駅

富山駅

黒部
宇奈
月温
泉駅

北陸新幹線

富山
空港

道 路 事 業

河 川 事 業

砂 防 事 業

港 湾 事 業

海 岸 事 業

凡　　　例

都市計画事業

そ の 他 事 業

高 速 道 路

北 陸 新 幹 線

国 　 　 道

（国）415号谷屋大野バイパス

河川事業

富山市高来～水橋辻ヶ堂

高岡市上伏間江～佐野

富山市藤木～立山町利田

黒部市若栗

氷見市谷屋～大野

橋梁架替

高架橋の整備

４車線化

バイパス整備

バイパス整備

魚津市港町～相木

滑川市加島町～下島

富山市婦中町西本郷～砂子田

高岡市野村～赤祖父

氷見市島尾外

小矢部市小神外

放水路の整備

放水路の整備

河道拡幅

河道拡幅

河道拡幅

河道拡幅

鴨川水系 鴨川

中川水系 沖田川

神通川水系 坪野川

庄川水系 地久子川

泉川水系 泉川

小矢部川水系 横江宮川

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

富山市浜黒崎外

朝日町宮崎

魚津市諏訪町～本町

離岸堤整備

離岸堤整備

海岸護岸改良

富山海岸

宮崎海岸

魚津港海岸

老朽化したガントリークレーンを
更新します！

伏木富山港（新湊地区）
ガントリークレーンの更新

（射水市越の潟町）

港湾
1

土砂災害を防ぐため、砂防堰堤の
整備を進めています！

常願寺川水系 雑穀谷
砂防設備の整備
（立山町芦峅寺）

砂防
1

富山駅周辺の混雑緩和や南北一体の
まちづくりを推進します！

富山駅付近連続立体交差事業
鉄道高架化・高架下の道路整備
（富山市明輪町～曙町）

都市計画
3

市街地の浸水被害を防ぐため、放水路の
整備を進めています！

中川水系沖田川
放水路の整備

（滑川市加島町～下島）

河川
2

（主）富山魚津線 今川橋

（主）高岡環状線

（主）富山立山公園線 富立大橋

（主）黒部宇奈月線

海岸事業

射水市越の潟町

富山市蓮町外

高岡市吉久～能町

高岡市石丸外

ガントリークレーンの更新

遊歩道の整備

道路改良

耐震補強

伏木富山港新湊地区

富岩運河・住友運河

臨港道路伏木外港１号線

新港大橋

港湾事業

立山町芦峅寺

南砺市城端

滑川市本江

氷見市柿谷

富山市楡原

砂防設備の整備

砂防設備の整備

急傾斜地崩壊対策

砂防設備の整備

砂防設備の整備

常願寺川水系 雑穀谷

小矢部川水系 池川

本江（２）地区

上庄川水系 石戸前谷

神通川水系 西上谷

砂防事業

富山市牛島本町～神通本町

砺波市春日町

富山市明輪町～曙町

現道拡幅、無電柱化

現道拡幅、歩道設置

鉄道高架化・高架下の道路整備

(都)牛島蜷川線

(都)駅前栄町線

富山駅付近連続立体交差事業

都市計画事業

富山市秋ケ島外

黒部市三日市

滑走路・誘導路の舗装改良

武道場改築工事

富山空港

桜井高校

その他事業

道路事業

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

3

施設名・場所名 事業内容 地　　名No.

Googleマップ上でも
確認できます！
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安全で円滑な交通のため、高架化整備を
進めています！

（主）高岡環状線
高架橋の整備

（高岡市上伏間江～佐野）

道路
2

5



活力あふれる地域づくりⅡ

●北陸自動車道

●東海北陸自動車道

●能越自動車道

北陸五道

４車線化完成区間
（南砺スマートIC～小矢部砺波JCT）

北陸五道

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

高速道路網の整備11

能越県境PA（平成27年11月８日供用）

氷見南IC（平成28年３月27日供用）

小矢部砺波JCT

上市スマートIC

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

至 高岡市

至 七尾大泊IC

至 灘浦IC

能越県境PA

▲

（石動山側）　
能越県境PA

▲

（石動山側）　

▲能越自動車道
　七尾氷見道路

▲能越自動車道
　七尾氷見道路

至 七尾市

▲能越自動車道▲能越自動車道
県道 氷見惣領志雄線県道 氷見惣領志雄線

⬅鞍骨川⬅鞍骨川

高速道路、幹線道路から生活道路までの道路ネットワークの整備1

至 新潟

至 輪島

至 一宮

至 米原

　伏木富山港（富山地区）では、中古車や金属くずの取扱量が
多く、荷役機械待ちが発生していたことから、新たに富山地区
で過去最大クラスの80t吊りハイポストクレーンを令和５年２
月に導入しました。
　ハイポストクレーンは視認性に優れ、安全かつ効率的な荷役
作業が可能となることから、富山地区を含めた伏木富山港全体
のさらなる利用促進が期待されます。

●伏木富山港（富山地区）ハイポストクレーンの導入

　毎年６月の土砂災害防止月間の主要行事として全国各地で開
催されている、土砂災害防止「全国の集い」第41回大会を令
和５年６月１日・２日に開催しました。富山県での開催は全国
最多の3回目となります。
　 「治水分県・富山で考える土砂災害対策～立山の砂防120年
とこれから～」をテーマとして、基調講演やパネルディスカッ
ション、現地研修会などを行い、地域の安全を確保する砂防の
役割や重要性を全国に発信しました。

●土砂災害防止「全国の集い」in 富山の開催

　富山駅付近連続立体交差事業の一連の事業として、県が進め
ている富山地方鉄道本線の高架化は、いよいよ本格的に高架橋
本体工事を開始します。
　それに先立ち、令和５年５月20日に高架化工事起工式を開
催し、工事着工を記念して杭打ちが行われました。富山駅周辺
整備事業などと連携を図りながら、連続立体交差事業の早期完
了を目指します。

●富山地方鉄道本線高架化工事起工式

　国道304号の南砺市荒木～吉江野地内の1.7kmの区間にお
いて、平成21年度から荒木高宮バイパスの整備に取り組み、
令和４年11月13日に開通しました。
　このバイパスの開通により、歩行者・自転車の安全が確保さ
れ、市街地から東海北陸自動車道福光ICへのアクセス向上が
図られたことから、南砺市のさらなる発展に寄与するものと期
待されます。

●国道304号荒木高宮バイパス開通

　富山県防災危機管理センターは、県の防災・危機管理の中核
施設として県庁敷地内に整備され、令和４年10月11日に供用
を開始しました。
　中間免震構造の採用により耐震性を確保するとともに、浸水
対策として防災・危機管理機能を２階以上に配置しました。また、
県庁周辺の環境と調和に配慮すべく、やすらぎを与える県産材
や富山を象徴するアルミ、越中和紙を使用した外観デザインと
しました。

●富山県防災危機管理センター竣工

令和５年のトピックス4

国道304号荒木高宮バイパス

伏木富山港（富山地区）80t吊ハイポストクレーン

土砂災害防止「全国の集い」in富山

富山地方鉄道本線高架化工事起工式

富山県防災危機管理センター

Ⅰ 

は
じ
め
に

写真提供：中日本高速道路（株）
　　　　　富山高速道路事務所
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活力あふれる地域づくりⅡ

●北陸自動車道

●東海北陸自動車道

●能越自動車道

北陸五道

４車線化完成区間
（南砺スマートIC～小矢部砺波JCT）

北陸五道

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

高速道路網の整備11

能越県境PA（平成27年11月８日供用）

氷見南IC（平成28年３月27日供用）

小矢部砺波JCT

上市スマートIC

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

▲能越県境ＰＡ
　（仏島側）

至 高岡市

至 七尾大泊IC

至 灘浦IC

能越県境PA

▲

（石動山側）　
能越県境PA

▲

（石動山側）　

▲能越自動車道
　七尾氷見道路

▲能越自動車道
　七尾氷見道路

至 七尾市

▲能越自動車道▲能越自動車道
県道 氷見惣領志雄線県道 氷見惣領志雄線

⬅鞍骨川⬅鞍骨川

高速道路、幹線道路から生活道路までの道路ネットワークの整備1

至 新潟

至 輪島

至 一宮

至 米原

　伏木富山港（富山地区）では、中古車や金属くずの取扱量が
多く、荷役機械待ちが発生していたことから、新たに富山地区
で過去最大クラスの80t吊りハイポストクレーンを令和５年２
月に導入しました。
　ハイポストクレーンは視認性に優れ、安全かつ効率的な荷役
作業が可能となることから、富山地区を含めた伏木富山港全体
のさらなる利用促進が期待されます。

●伏木富山港（富山地区）ハイポストクレーンの導入

　毎年６月の土砂災害防止月間の主要行事として全国各地で開
催されている、土砂災害防止「全国の集い」第41回大会を令
和５年６月１日・２日に開催しました。富山県での開催は全国
最多の3回目となります。
　 「治水分県・富山で考える土砂災害対策～立山の砂防120年
とこれから～」をテーマとして、基調講演やパネルディスカッ
ション、現地研修会などを行い、地域の安全を確保する砂防の
役割や重要性を全国に発信しました。

●土砂災害防止「全国の集い」in 富山の開催

　富山駅付近連続立体交差事業の一連の事業として、県が進め
ている富山地方鉄道本線の高架化は、いよいよ本格的に高架橋
本体工事を開始します。
　それに先立ち、令和５年５月20日に高架化工事起工式を開
催し、工事着工を記念して杭打ちが行われました。富山駅周辺
整備事業などと連携を図りながら、連続立体交差事業の早期完
了を目指します。

●富山地方鉄道本線高架化工事起工式

　国道304号の南砺市荒木～吉江野地内の1.7kmの区間にお
いて、平成21年度から荒木高宮バイパスの整備に取り組み、
令和４年11月13日に開通しました。
　このバイパスの開通により、歩行者・自転車の安全が確保さ
れ、市街地から東海北陸自動車道福光ICへのアクセス向上が
図られたことから、南砺市のさらなる発展に寄与するものと期
待されます。

●国道304号荒木高宮バイパス開通

　富山県防災危機管理センターは、県の防災・危機管理の中核
施設として県庁敷地内に整備され、令和４年10月11日に供用
を開始しました。
　中間免震構造の採用により耐震性を確保するとともに、浸水
対策として防災・危機管理機能を２階以上に配置しました。また、
県庁周辺の環境と調和に配慮すべく、やすらぎを与える県産材
や富山を象徴するアルミ、越中和紙を使用した外観デザインと
しました。

●富山県防災危機管理センター竣工

令和５年のトピックス4

国道304号荒木高宮バイパス

伏木富山港（富山地区）80t吊ハイポストクレーン

土砂災害防止「全国の集い」in富山

富山地方鉄道本線高架化工事起工式

富山県防災危機管理センター
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　　　　　富山高速道路事務所
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田園サイクリングコース

富山湾岸サイクリングコース

１. 富山湾岸サイクリングコース
　　「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟した富山湾の美しい景色を楽しめる海岸沿いの眺望
のよい道路を本コースとして設定。令和３年５月31日、国の「ナショナルサイクルルート（Ｎ
ＣＲ）」に指定され、さらなる走行環境の充実（①、②）を推進しています。

２. 田園サイクリングコース
　　立山連峰のパノラマ風景や沿線地域の観光施設を巡ることのできる富山平野の眺望のよ
い道路を本コースとして設定。
３. 湾岸・田園連絡サイクリングコース
　　富山県の中央部で上記２つのコースを南北につなぎ、富山空港を経由する道路を本コー
スとして設定。

メルヘンおやべ

うなづき

カモンパーク 新湊
万葉の里 高岡

ウェーブパーク滑川

氷見

細入

砺波

庄川

井波
福光

上平

利賀

たいら

KOKOくろべ

雨晴

『橋の開通が商業・企業進出を促進！』
富立大橋開通により、県道沿線地区
の企業立地、商業施設進出が活性化。

地域の賑わいや雇用の創出！

富立大橋開通後の立地
面積の推移

企業立地
57,584㎡
企業立地
57,584㎡

商業施設
61,323㎡
商業施設
61,323㎡平成17年３月

富立大橋の開通

道の駅一覧（令和４年度４月時点）

駅名 路線名 所在地設置者番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

電線共同溝整備による無電柱化 【国道415号（氷見市中央町地内）】

整備前 整備後

県内の「道の駅」
位置図

道の
駅

道の
駅

　良好な景観の形成や快適な歩道空間の確保、災害に強いま
ちづくりの観点から無電柱化を推進しています。

　訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案
内を行うため、高速道路の路線名に併せて路線番号を用いて
案内する「高速道路ナンバリング」標識を整備しました。

　「道の駅」は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっ
かけに町と町を結び、地域を活性化させるための「地域の連携機能」の３つのコンセプトを併せ持つ休憩施設です。

富山市片掛3-5
砺波市宮沢町3-9
南砺市西赤尾72-1
南砺市利賀村171
南砺市北川730
南砺市中ノ江16
南砺市東中江215
砺波市庄川町示野437
黒部市宇奈月町下立687
射水市鏡宮296
滑川市中川原410
氷見市北大町25-5
高岡市蜂ケ島131-1
小矢部市桜町1535-1
高岡市太田24-74
黒部市堀切925-1

県道黒部宇奈月線

国道41号
国道156号
国道156号
国道471号
国道471号
国道304号
国道156号
国道156号

国道８号
県道富山魚津線
国道415号
国道８号
国道８号
国道415号
国道８号

細入
砺波　
上平
利賀
井波
福光
たいら
庄川
うなづき
カモンパーク　新湊
ウェーブパーク滑川
氷見
万葉の里　高岡
メルヘンおやべ
雨晴
ＫＯＫＯくろべ

富 山 市
砺 波 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
砺 波 市
黒 部 市
射 水 市
滑 川 市
氷 見 市
高 岡 市
小矢部市
高 岡 市
黒 部 市

ストック効果事例 商業施設立地
（スーパー銭湯、アウトドアショップ、大型スーパー）

開通前（平成17年） 開通後（平成27年）

▲
県道富山立山公園線

▲
県道富山立山公園線

立山
イノベーション
パーク

立山
イノベーション
パーク

至 立山IC 至 富山市街地

富立大橋富立大橋

整備後イメージ 整備番号整備前

●無電柱化の推進

　県内各地にある美しい景色や観光施設を巡りながら、サイクリングを楽しんでもらえるよ
うに、自転車通行空間の整備を行っています。

●道の駅

●高速道路ナンバリング標識の整備

道路道路

●サイクリングコースの整備

開通後10年で
343人の
雇用を創出

「道の駅」供用箇所：１6箇所　

　

NCRロゴマーク

1
5
0
cm

75cm

矢羽根型路面表示

コース上に一定間隔で青い矢羽根型路面表示を設置
し、サイクリングコースの目印とします。また、分岐点
には自転車ピクトグラムやNCRのロゴマークを表示し

❶矢羽根型路面表示等の新設

❷分岐点誘導標識、目的地距離標等の充実を図ります。

ナショナルサイクル
ルートの詳細はこちら

Ⅱ 

活
力
あ
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れ
る
地
域
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く
り

Ⅱ 

活
力
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る
地
域
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整備を進めている高岡環状道路【高岡市上伏間江～佐野】

富山県の高規格道路（地域高規格道路）

高規格道路（地域高規格道路）の整備状況

※概略延長の（　）書は、県内延長を表す。

路 線 名

路 線 名

起 点

起 点

終 点

終 点

計画路線指定年月

延長 整 備 状 況

概略延長

富山高山連絡道路

富山高山連絡道路

富山高岡連絡道路

富山高岡連絡道路高 岡 環 状 道 路

高 岡 環 状 道 路

富山外郭環状道路
富山外郭環状道路

高山市

富山市

高岡市

富山市

富山市 平成  6年12月16日 80（20）km

10km

20km

40km

平成10年  6月16日

整備中（平成９年度事業着手）

平成22年11月 供用開始

整備中（平成26年度事業着手）

平成15年３月 暫定供用開始（副道）
整備中（平成27年度事業着手）（本線）

平成26年11月 暫定供用開始（副道）

整備中（令和元年度事業着手）

平成17年12月 供用開始平成  6年12月16日

平成10年  6月16日

高岡市

高岡市

富山市

富山市庵谷
富山市猪谷

富山市楡原

高岡市上伏間江

高岡市佐野
高岡市石塚
高岡市石瀬

富山市片掛
富山市楡原
富山市栗山

高岡市六家

高岡市佐野

高岡市六家
高岡市野村

1.6km
3.0km
12.0km

2.6km

2.6km
1.3km
1.0km

平成28年３月 供用開始射水市沖塚原 射水市川口 1.1km
整備中（平成21年度事業着手）富山市小西 富山市粟島町 2.9km
整備中（令和３年度事業着手）富山市中島 射水市白石 7.4km

県道 宇奈月大沢野線
【魚津市袋 ～ 大海寺野】

県道 富山立山公園線
【富山市藤木 ～ 立山町利田】

県道 練合宮尾線
【富山市打出 ～ 四方荒屋】

一般国道 415号
【氷見市谷屋 ～ 大野】

県道 砺波福光線
【南砺市吉江中 ～ 遊部】

県道 高岡小杉線
【射水市橋下条 ～ 南太閤山】

富山県の幹線道路網

472

●幹線道路の体系的な整備

高規格道路の整備22

地域の活力を育む幹線道路や身近な生活道路の整備  33

高規格道路網図

凡 例
供 用 中
整 備 中
供 用 中
整 備 中
計画路線

高規格道路
（高速道路）

高規格道路
（地域高規格道路）

主な一般国道

富山高山連絡道路

富山外郭環状道路

高岡環状道路

富山高岡連絡道路
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田園サイクリングコース

富山湾岸サイクリングコース

１. 富山湾岸サイクリングコース
　　「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟した富山湾の美しい景色を楽しめる海岸沿いの眺望
のよい道路を本コースとして設定。令和３年５月31日、国の「ナショナルサイクルルート（Ｎ
ＣＲ）」に指定され、さらなる走行環境の充実（①、②）を推進しています。

２. 田園サイクリングコース
　　立山連峰のパノラマ風景や沿線地域の観光施設を巡ることのできる富山平野の眺望のよ
い道路を本コースとして設定。
３. 湾岸・田園連絡サイクリングコース
　　富山県の中央部で上記２つのコースを南北につなぎ、富山空港を経由する道路を本コー
スとして設定。

メルヘンおやべ

うなづき

カモンパーク 新湊
万葉の里 高岡

ウェーブパーク滑川

氷見

細入

砺波

庄川

井波
福光

上平

利賀

たいら

KOKOくろべ

雨晴

『橋の開通が商業・企業進出を促進！』
富立大橋開通により、県道沿線地区
の企業立地、商業施設進出が活性化。

地域の賑わいや雇用の創出！

富立大橋開通後の立地
面積の推移

企業立地
57,584㎡
企業立地
57,584㎡

商業施設
61,323㎡
商業施設
61,323㎡平成17年３月

富立大橋の開通

道の駅一覧（令和４年度４月時点）

駅名 路線名 所在地設置者番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

電線共同溝整備による無電柱化 【国道415号（氷見市中央町地内）】

整備前 整備後

県内の「道の駅」
位置図

道の
駅

道の
駅

　良好な景観の形成や快適な歩道空間の確保、災害に強いま
ちづくりの観点から無電柱化を推進しています。

　訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案
内を行うため、高速道路の路線名に併せて路線番号を用いて
案内する「高速道路ナンバリング」標識を整備しました。

　「道の駅」は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっ
かけに町と町を結び、地域を活性化させるための「地域の連携機能」の３つのコンセプトを併せ持つ休憩施設です。

富山市片掛3-5
砺波市宮沢町3-9
南砺市西赤尾72-1
南砺市利賀村171
南砺市北川730
南砺市中ノ江16
南砺市東中江215
砺波市庄川町示野437
黒部市宇奈月町下立687
射水市鏡宮296
滑川市中川原410
氷見市北大町25-5
高岡市蜂ケ島131-1
小矢部市桜町1535-1
高岡市太田24-74
黒部市堀切925-1

県道黒部宇奈月線

国道41号
国道156号
国道156号
国道471号
国道471号
国道304号
国道156号
国道156号

国道８号
県道富山魚津線
国道415号
国道８号
国道８号
国道415号
国道８号

細入
砺波　
上平
利賀
井波
福光
たいら
庄川
うなづき
カモンパーク　新湊
ウェーブパーク滑川
氷見
万葉の里　高岡
メルヘンおやべ
雨晴
ＫＯＫＯくろべ

富 山 市
砺 波 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
南 砺 市
砺 波 市
黒 部 市
射 水 市
滑 川 市
氷 見 市
高 岡 市
小矢部市
高 岡 市
黒 部 市

ストック効果事例 商業施設立地
（スーパー銭湯、アウトドアショップ、大型スーパー）

開通前（平成17年） 開通後（平成27年）

▲
県道富山立山公園線

▲
県道富山立山公園線

立山
イノベーション
パーク

立山
イノベーション
パーク

至 立山IC 至 富山市街地

富立大橋富立大橋

整備後イメージ 整備番号整備前

●無電柱化の推進

　県内各地にある美しい景色や観光施設を巡りながら、サイクリングを楽しんでもらえるよ
うに、自転車通行空間の整備を行っています。

●道の駅

●高速道路ナンバリング標識の整備

道路道路

●サイクリングコースの整備

開通後10年で
343人の
雇用を創出

「道の駅」供用箇所：１6箇所　

　

NCRロゴマーク

1
5
0
cm

75cm

矢羽根型路面表示

コース上に一定間隔で青い矢羽根型路面表示を設置
し、サイクリングコースの目印とします。また、分岐点
には自転車ピクトグラムやNCRのロゴマークを表示し

❶矢羽根型路面表示等の新設

❷分岐点誘導標識、目的地距離標等の充実を図ります。

ナショナルサイクル
ルートの詳細はこちら
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整備を進めている高岡環状道路【高岡市上伏間江～佐野】

富山県の高規格道路（地域高規格道路）

高規格道路（地域高規格道路）の整備状況

※概略延長の（　）書は、県内延長を表す。

路 線 名

路 線 名

起 点

起 点

終 点

終 点

計画路線指定年月

延長 整 備 状 況

概略延長

富山高山連絡道路

富山高山連絡道路

富山高岡連絡道路

富山高岡連絡道路高 岡 環 状 道 路

高 岡 環 状 道 路

富山外郭環状道路
富山外郭環状道路

高山市

富山市

高岡市

富山市

富山市 平成  6年12月16日 80（20）km

10km

20km

40km

平成10年  6月16日

整備中（平成９年度事業着手）

平成22年11月 供用開始

整備中（平成26年度事業着手）

平成15年３月 暫定供用開始（副道）
整備中（平成27年度事業着手）（本線）

平成26年11月 暫定供用開始（副道）

整備中（令和元年度事業着手）

平成17年12月 供用開始平成  6年12月16日

平成10年  6月16日

高岡市

高岡市

富山市

富山市庵谷
富山市猪谷

富山市楡原

高岡市上伏間江

高岡市佐野
高岡市石塚
高岡市石瀬

富山市片掛
富山市楡原
富山市栗山

高岡市六家

高岡市佐野

高岡市六家
高岡市野村

1.6km
3.0km
12.0km

2.6km

2.6km
1.3km
1.0km

平成28年３月 供用開始射水市沖塚原 射水市川口 1.1km
整備中（平成21年度事業着手）富山市小西 富山市粟島町 2.9km
整備中（令和３年度事業着手）富山市中島 射水市白石 7.4km

県道 宇奈月大沢野線
【魚津市袋 ～ 大海寺野】

県道 富山立山公園線
【富山市藤木 ～ 立山町利田】

県道 練合宮尾線
【富山市打出 ～ 四方荒屋】

一般国道 415号
【氷見市谷屋 ～ 大野】

県道 砺波福光線
【南砺市吉江中 ～ 遊部】

県道 高岡小杉線
【射水市橋下条 ～ 南太閤山】

富山県の幹線道路網

472

●幹線道路の体系的な整備

高規格道路の整備22

地域の活力を育む幹線道路や身近な生活道路の整備  33

高規格道路網図

凡 例
供 用 中
整 備 中
供 用 中
整 備 中
計画路線

高規格道路
（高速道路）

高規格道路
（地域高規格道路）

主な一般国道

富山高山連絡道路

富山外郭環状道路

高岡環状道路

富山高岡連絡道路
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魚津港北地区

　北地区では、平成６年度から、ふ頭用地の拡張や物揚場等港湾機
能の強化と、港湾利用者の休息の場である緑地整備を進め、平成23
年８月に、災害時の救援物資や応急復旧資材等の海上輸送の拠点と
なる耐震強化岸壁が完成しました。
　平成27年度には、緑地の整備が完了し、魚津港の整備が概成しま
した。

　船舶の大型化への対応や河口部の維持浚渫からの脱却を図るため、伏木
地区では外港展開を進めています。
　また、港湾物流の円滑化を図るため、伏木外港と国道415号を結ぶ臨港
道路伏木外港１号線の整備を進めています。
　今後、大型貨物船や国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船、大型クルーズ客船
の拠点として機能強化を図ります。

　対ロシア物流の拠点として中古自動車の取扱量が多い富山地区では国際
ＲＯＲＯ船が接岸する２号岸壁の老朽化対策などを進めています。
　また、潤いと活気に満ちた魅力ある水辺空間の創出を目的として運河沿
いの緑地整備を進めており、現在、富岩運河の中島閘門下流や住友運河の
整備を進めています。　

●富山地区（富山港）

●北地区

●伏木地区（伏木港）

　新湊地区は伏木富山港で取り扱う貨物量全体の約７割を占める中心的な
港であり、北陸地域の製造業を支える物流拠点として、その役割が果たさ
れるよう、更なる港湾機能の強化を図っています。
　国際海上コンテナを取り扱う国際物流ターミナルでは、増加するコンテ
ナ貨物に対応するため、平成30年４月に、コンテナヤードを拡張すると
ともに、令和元年６月には岸壁の延伸整備が完了し、1.2万トン級コンテ
ナ船の２隻同時接岸・同時荷役が可能となりました。
　また、老朽化したガントリークレーンを更新するため、令和３年度に本
体製作に着手し、令和５年度の完成を予定しています。　
　バルク貨物を扱う中央ふ頭においては、木材チップ船の大型化への対応
や効率的な荷役ができるよう、令和元年度から岸壁の大水深化を進めてい
ます。

●新湊地区（富山新港）

伏木地区

伏木外港１号線

伏木外港

中央ふ頭

新湊地区

国際物流ターミナル

富山地区

富岩運河・住友運河

２号岸壁

中島閘門

環日本海・東アジア地域との
　　　　    日本海側物流拠点の形成

国際コンテナ船での輸出入（新湊地区）

国際海上コンテナ

極東ロシアを核とした物流拠点　　
　　　 形成による国際競争力の強化

国際ＲＯＲＯ船での中古車輸出（富山地区）

日本海側地域の経済成長と
　　　　        観光立国の推進に貢献

大型クルーズ客船の寄港（伏木地区）

伏木富山港の機能の充実22

日本海側拠点港：３つの「機能別拠点港」33

県東部の拠点「魚津港」44

国際フェリー・国際RORO船 外航クルーズ（背後観光地クルーズ）

（写真：国土交通省北陸地方整備局提供）
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　富山県には、古くから栄えてきた伏木港（伏木地区）、富山港(富山地区）、そして戦後の新産業
都市建設の目玉として整備された富山新港（新湊地区）の３つの地区からなる国際拠点港湾「伏木
富山港」と、県東部の生活物資の流通拠点である地方港湾「魚津港」があります。
　伏木富山港は、平成23年11月に日本海側の各港湾をけん引する「総合的拠点港」に選定された
ほか、「国際海上コンテナ」「国際フェリー・国際RORO船」「外航クルーズ（背後観光地クルーズ）」
の３つの「機能別拠点港」にも選定されました。
　今後、環日本海地域やアジアの交流・物流拠点としてさらに発展するよう、港湾機能やネットワー
クの充実に取り組んでいきます。

港湾

環日本海・アジア地域との物流拠点を形成！

地域の基幹産業を支える
　　　　　　物流拠点として発展！

コンテナ・ＲＯＲＯ

バルク

ロシア極東航路

ロシア極東
ＲＯＲＯ船航路

中国航路

韓国航路

中国･韓国航路
シベリア鉄道シベリア鉄道

ナホトカナホトカ

伏木富山港

天津天津

大連大連 青島青島

寧波寧波

上海上海

光陽光陽
蔚山蔚山

釜山釜山
北九州北九州

（富山県大連事務所）（富山県大連事務所）

ウラジオストクウラジオストク
（富山県ロシア極東ビジネスサポートデスク）（富山県ロシア極東ビジネスサポートデスク）

　伏木富山港は燃料や原材料となる木材チップ、石油コークス、ア
ルミ地金、セメント、亜鉛鉱などのバルク貨物の拠点になっています。
県内外の多くの企業が伏木富山港を利用しており、原材料を加工し
て国内外へ製品を出荷しています。
　特に工業用の燃料として使用される石油コークスの取扱量は日本
海側で最大となっており、地域の産業基盤の重要な拠点となっています。

国際定期航路（R5年5月現在）　

２便／月２便／月

12便／月12便／月

４便／月４便／月

８便／月８便／月

14便／月14便／月

新湊地区中央ふ頭

●新湊地区国際物流ターミナル

●伏木地区国際物流ターミナル

　（コンテナターミナル）
　約13haのコンテナヤード
　ガントリークレーン、トランスファークレーン完備
　リーファーコンテナ用コンセント完備

　毎時500tの貨物が取扱可能な大型クレー
ンを備える。

新湊地区国際物流ターミナル
（国土交通省北陸地方整備局提供）

日本海側の物流拠点としての役割11

特色

特色

単位：TEU ■輸出　■輸入　■内貿

伏木富山港におけるコンテナ取扱個数の推移

・環日本海の中央に位置し、対岸諸国と近接
・三大都市圏と等距離にあり、太平洋側港湾の代替機能を
　果たすことが可能

国際拠点港湾としての伏木富山港の機能強化2

富山県／伏木富山港 検索
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74,38676,445
70,879

35,148
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78,293

37,964

36,820

59,812

30,211

29,601

37,836

19,239

18,597

25,621

12,924

12,697

38,021 36,487

36,124

75,529

36,349

37,11837,117

66,669

31,756

33,034

73,308

34,201

34,346

R1 R2 R3 R4H30H29H28H27H20H14H10

843

3,509 1,307
1,775 2,062

1,879
4,761

75,708

34,453

36,278

4,977

国際
フィーダー航路
４便／月４便／月

富山
（富山県海外販路開拓サポートデスク）
富山
（富山県海外販路開拓サポートデスク）

神戸神戸
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魚津港北地区

　北地区では、平成６年度から、ふ頭用地の拡張や物揚場等港湾機
能の強化と、港湾利用者の休息の場である緑地整備を進め、平成23
年８月に、災害時の救援物資や応急復旧資材等の海上輸送の拠点と
なる耐震強化岸壁が完成しました。
　平成27年度には、緑地の整備が完了し、魚津港の整備が概成しま
した。

　船舶の大型化への対応や河口部の維持浚渫からの脱却を図るため、伏木
地区では外港展開を進めています。
　また、港湾物流の円滑化を図るため、伏木外港と国道415号を結ぶ臨港
道路伏木外港１号線の整備を進めています。
　今後、大型貨物船や国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船、大型クルーズ客船
の拠点として機能強化を図ります。

　対ロシア物流の拠点として中古自動車の取扱量が多い富山地区では国際
ＲＯＲＯ船が接岸する２号岸壁の老朽化対策などを進めています。
　また、潤いと活気に満ちた魅力ある水辺空間の創出を目的として運河沿
いの緑地整備を進めており、現在、富岩運河の中島閘門下流や住友運河の
整備を進めています。　

●富山地区（富山港）

●北地区

●伏木地区（伏木港）

　新湊地区は伏木富山港で取り扱う貨物量全体の約７割を占める中心的な
港であり、北陸地域の製造業を支える物流拠点として、その役割が果たさ
れるよう、更なる港湾機能の強化を図っています。
　国際海上コンテナを取り扱う国際物流ターミナルでは、増加するコンテ
ナ貨物に対応するため、平成30年４月に、コンテナヤードを拡張すると
ともに、令和元年６月には岸壁の延伸整備が完了し、1.2万トン級コンテ
ナ船の２隻同時接岸・同時荷役が可能となりました。
　また、老朽化したガントリークレーンを更新するため、令和３年度に本
体製作に着手し、令和５年度の完成を予定しています。　
　バルク貨物を扱う中央ふ頭においては、木材チップ船の大型化への対応
や効率的な荷役ができるよう、令和元年度から岸壁の大水深化を進めてい
ます。

●新湊地区（富山新港）

伏木地区

伏木外港１号線

伏木外港

中央ふ頭

新湊地区

国際物流ターミナル

富山地区

富岩運河・住友運河

２号岸壁

中島閘門

環日本海・東アジア地域との
　　　　    日本海側物流拠点の形成

国際コンテナ船での輸出入（新湊地区）

国際海上コンテナ

極東ロシアを核とした物流拠点　　
　　　 形成による国際競争力の強化

国際ＲＯＲＯ船での中古車輸出（富山地区）

日本海側地域の経済成長と
　　　　        観光立国の推進に貢献

大型クルーズ客船の寄港（伏木地区）

伏木富山港の機能の充実22

日本海側拠点港：３つの「機能別拠点港」33

県東部の拠点「魚津港」44

国際フェリー・国際RORO船 外航クルーズ（背後観光地クルーズ）

（写真：国土交通省北陸地方整備局提供）

Ⅱ 

活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り

Ⅱ 

活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り

　富山県には、古くから栄えてきた伏木港（伏木地区）、富山港(富山地区）、そして戦後の新産業
都市建設の目玉として整備された富山新港（新湊地区）の３つの地区からなる国際拠点港湾「伏木
富山港」と、県東部の生活物資の流通拠点である地方港湾「魚津港」があります。
　伏木富山港は、平成23年11月に日本海側の各港湾をけん引する「総合的拠点港」に選定された
ほか、「国際海上コンテナ」「国際フェリー・国際RORO船」「外航クルーズ（背後観光地クルーズ）」
の３つの「機能別拠点港」にも選定されました。
　今後、環日本海地域やアジアの交流・物流拠点としてさらに発展するよう、港湾機能やネットワー
クの充実に取り組んでいきます。

港湾

環日本海・アジア地域との物流拠点を形成！

地域の基幹産業を支える
　　　　　　物流拠点として発展！

コンテナ・ＲＯＲＯ

バルク

ロシア極東航路

ロシア極東
ＲＯＲＯ船航路

中国航路

韓国航路

中国･韓国航路
シベリア鉄道シベリア鉄道

ナホトカナホトカ

伏木富山港

天津天津

大連大連 青島青島

寧波寧波

上海上海

光陽光陽
蔚山蔚山

釜山釜山
北九州北九州

（富山県大連事務所）（富山県大連事務所）

ウラジオストクウラジオストク
（富山県ロシア極東ビジネスサポートデスク）（富山県ロシア極東ビジネスサポートデスク）

　伏木富山港は燃料や原材料となる木材チップ、石油コークス、ア
ルミ地金、セメント、亜鉛鉱などのバルク貨物の拠点になっています。
県内外の多くの企業が伏木富山港を利用しており、原材料を加工し
て国内外へ製品を出荷しています。
　特に工業用の燃料として使用される石油コークスの取扱量は日本
海側で最大となっており、地域の産業基盤の重要な拠点となっています。

国際定期航路（R5年5月現在）　

２便／月２便／月

12便／月12便／月

４便／月４便／月

８便／月８便／月

14便／月14便／月

新湊地区中央ふ頭

●新湊地区国際物流ターミナル

●伏木地区国際物流ターミナル

　（コンテナターミナル）
　約13haのコンテナヤード
　ガントリークレーン、トランスファークレーン完備
　リーファーコンテナ用コンセント完備

　毎時500tの貨物が取扱可能な大型クレー
ンを備える。

新湊地区国際物流ターミナル
（国土交通省北陸地方整備局提供）

日本海側の物流拠点としての役割11

特色

特色

単位：TEU ■輸出　■輸入　■内貿

伏木富山港におけるコンテナ取扱個数の推移

・環日本海の中央に位置し、対岸諸国と近接
・三大都市圏と等距離にあり、太平洋側港湾の代替機能を
　果たすことが可能

国際拠点港湾としての伏木富山港の機能強化2

富山県／伏木富山港 検索
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843

3,509 1,307
1,775 2,062

1,879
4,761

75,708

34,453

36,278

4,977

国際
フィーダー航路
４便／月４便／月

富山
（富山県海外販路開拓サポートデスク）
富山
（富山県海外販路開拓サポートデスク）
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　県では、各々の都市計画区域において、都市づくりの基本的な方向性を示す「都市計画区域マスタープラン」を策定しており、
富山県の都市計画の方針として４つの基本理念を掲げ、県民及び市町村との連携・協力のもと、総合的かつ計画的な都市づくり
を進めています。

　空洞化が進む中心市街地の活性化を図るため、まちなか居住の促進とあわせ、商業、業務、文化、福祉など多様な機能が都心
部に集積された機能的で魅力あるまちづくりを進めます。
　また、低層の木造建築物が密集するなど、防災性や土地利用の効率が低い市街地においては、細分化された敷地を統合し、新
たに土地を高度利用した耐火性の高い建築物を建築し、安全な都市環境の創出を目指します。

●中央通りＤ北地区市街地再開発事業

●高岡駅前東地区優良建築物等整備事業
【アパ地区】（完成）
事業概要　所 在 地／高岡市下関町
　　　　　地区面積／約0.6ha　　延べ面積／約20,617㎡　
　　　　　総事業費／約55億円
　　　　　主な用途／ホテル、住宅、駐車場
【Ａゾーン地区】
事業概要　所 在 地／高岡市下関町
　　　　　地区面積／約0.2ha　　延べ面積／約10,330㎡　
　　　　　総事業費／約37億円
　　　　　主な用途／商業施設、住宅、駐車場

事業概要　所在地／富山市中央通り
　　　　　地区面積／約0.8ha　　延べ面積／約44,500㎡
　　　　　総事業費／約184億円
　　　　　主な用途／商業施設、業務施設、アイススケート場、住宅、駐車場

中央通りＤ北地区完成予想図

基本理念

快適で活力ある
都市づくり

快適で活力ある
都市づくり

安全で
安心して暮らせる
都市づくり

安全で
安心して暮らせる
都市づくり

広域的な
交流・連携を
支える都市づくり

広域的な
交流・連携を
支える都市づくり

地域の個性を
活かした魅力ある
都市づくり

地域の個性を
活かした魅力ある
都市づくり

都市計画区域マスタープラン11

市街地再開発事業22

うるおいのあるまちづくりと中心市街地の賑わいの創出4
　本県の魅力をより一層高めるとともに、県民がふるさとに誇りと愛着を持ち、交流人口の拡大などの取り組みを推進するため、
地域の資源や個性を活かした魅力的で美しいうるおいのあるまちづくりの一層の促進と、新たな価値の付加が必要となっています。
　また、地域交通ネットワークの充実への支援や、広域交通ネットワークを活かした広域的な観点からのまちづくりの推進など、
人口の急激な減少と高齢社会に対応した都市構造への転換が重要となっています。
　私たちは、このような県民ニーズに応え、うるおいのあるまちづくりと中心市街地の賑わいの創出を進めています。

都市計画区域

市町村界
線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域

　富山きときと空港は、富山県の中心を流れる神通川の河川敷に2,000ｍの滑走路をもつ空港です。
　国内定期路線は、東京、札幌の２路線、国際定期路線は、地方管理空港としてはトップクラスとなる４路線（ソウル、大連、上海、
台北）が就航しています。

　ＸバンドＭＰレーダーの活用やＲＮＰ‒ＡＲ飛行方式の導入など、冬季就航率の向上に向けた取組みを行っています。

XバンドMPレーダ活用RNP‐AR飛行方式導入

※進入限界高度：着陸の可否を最終的に判断する高度。この高さで滑走路が確認できなければ、着陸できない。

　GPS衛星等を利用した高精度のRNP-AR飛行方式が導入され
ています。進入限界高度が100ft（約30ｍ）引き下げられ、370ft
（約113ｍ）となりました。以前は着陸できなかった天候でも着陸
が可能となっています。※本飛行方式に対応した機体（ANA B737-800ほか）のみ

3°

RNP-AR進入
進入限界高度

370ft（≒113m）

進入経路

※高度は全て標高

従来の進入限界高度
470ft（≒143m）

着地点

参考
インテックビル
最頂部高
120.5m

滑走路

富山空港 進入経路図

進入限界高度が
100ft【約30m】

低　下

環日本海・アジア交流の拠点となる富山きときと空港11

冬季就航率の向上22

　羽田空港等を経由した航空ネットワークの拡充も図られ、北陸・飛騨・信越地域の空の玄関口として、また、環日本海・アジ
ア交流の拠点空港としての役割が一層期待されています。

富山きときと空港を中心とした空のネットワーク（令和５年４月現在）

国際線４路線の就航は地方管理空港としてはトップクラス

引き返しも
雲低高：欠航時は400～500ft

　雪雲の動きを立体的に把握・予測をすることにより、高い
精度で雲の切れ間を把握し、安全に着陸することができま
す。RNP-AR飛行方式に併せ、370ft付近の雲の動きを予測
することにより、更なる就航率の向上を図ることができます。

空港周辺の天候の
回復を予測

進入限界高度付近の
視界の回復を予測　

国内外との航空ネットワークの維持・充実と空港の活性化3

●富山 ～ 東京
●富山 ～ 札幌

●富山 ～ ソウル
●富山 ～ 大　連

●富山 ～ 上　海
●富山 ～ 台　北

国　内　線

●松山、女満別、隠岐、対馬、佐賀、熊本、種子島、
　下地島、大分　　

チ ャ ー タ ー 便

国　際　線

●東京（羽田）経由（36区間）
●札幌（新千歳）経由（3区間）
※富山から全国各地に乗継割引が設定されています。

●フランクフルトなど29都市
※富山から羽田空港で国際線への乗り継ぎができます。

富山きときと空港の情報は
https://www.toyama-airport . jp/

国 内 線 ・ 国 際 線 乗 り 継 ぎ

国内

国際

（令和４年度実績）
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　県では、各々の都市計画区域において、都市づくりの基本的な方向性を示す「都市計画区域マスタープラン」を策定しており、
富山県の都市計画の方針として４つの基本理念を掲げ、県民及び市町村との連携・協力のもと、総合的かつ計画的な都市づくり
を進めています。

　空洞化が進む中心市街地の活性化を図るため、まちなか居住の促進とあわせ、商業、業務、文化、福祉など多様な機能が都心
部に集積された機能的で魅力あるまちづくりを進めます。
　また、低層の木造建築物が密集するなど、防災性や土地利用の効率が低い市街地においては、細分化された敷地を統合し、新
たに土地を高度利用した耐火性の高い建築物を建築し、安全な都市環境の創出を目指します。

●中央通りＤ北地区市街地再開発事業

●高岡駅前東地区優良建築物等整備事業
【アパ地区】（完成）
事業概要　所 在 地／高岡市下関町
　　　　　地区面積／約0.6ha　　延べ面積／約20,617㎡　
　　　　　総事業費／約55億円
　　　　　主な用途／ホテル、住宅、駐車場
【Ａゾーン地区】
事業概要　所 在 地／高岡市下関町
　　　　　地区面積／約0.2ha　　延べ面積／約10,330㎡　
　　　　　総事業費／約37億円
　　　　　主な用途／商業施設、住宅、駐車場

事業概要　所在地／富山市中央通り
　　　　　地区面積／約0.8ha　　延べ面積／約44,500㎡
　　　　　総事業費／約184億円
　　　　　主な用途／商業施設、業務施設、アイススケート場、住宅、駐車場

中央通りＤ北地区完成予想図

基本理念

快適で活力ある
都市づくり

快適で活力ある
都市づくり

安全で
安心して暮らせる
都市づくり

安全で
安心して暮らせる
都市づくり

広域的な
交流・連携を
支える都市づくり

広域的な
交流・連携を
支える都市づくり

地域の個性を
活かした魅力ある
都市づくり

地域の個性を
活かした魅力ある
都市づくり

都市計画区域マスタープラン11

市街地再開発事業22

うるおいのあるまちづくりと中心市街地の賑わいの創出4
　本県の魅力をより一層高めるとともに、県民がふるさとに誇りと愛着を持ち、交流人口の拡大などの取り組みを推進するため、
地域の資源や個性を活かした魅力的で美しいうるおいのあるまちづくりの一層の促進と、新たな価値の付加が必要となっています。
　また、地域交通ネットワークの充実への支援や、広域交通ネットワークを活かした広域的な観点からのまちづくりの推進など、
人口の急激な減少と高齢社会に対応した都市構造への転換が重要となっています。
　私たちは、このような県民ニーズに応え、うるおいのあるまちづくりと中心市街地の賑わいの創出を進めています。

都市計画区域

市町村界
線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域

　富山きときと空港は、富山県の中心を流れる神通川の河川敷に2,000ｍの滑走路をもつ空港です。
　国内定期路線は、東京、札幌の２路線、国際定期路線は、地方管理空港としてはトップクラスとなる４路線（ソウル、大連、上海、
台北）が就航しています。

　ＸバンドＭＰレーダーの活用やＲＮＰ‒ＡＲ飛行方式の導入など、冬季就航率の向上に向けた取組みを行っています。

XバンドMPレーダ活用RNP‐AR飛行方式導入

※進入限界高度：着陸の可否を最終的に判断する高度。この高さで滑走路が確認できなければ、着陸できない。

　GPS衛星等を利用した高精度のRNP-AR飛行方式が導入され
ています。進入限界高度が100ft（約30ｍ）引き下げられ、370ft
（約113ｍ）となりました。以前は着陸できなかった天候でも着陸
が可能となっています。※本飛行方式に対応した機体（ANA B737-800ほか）のみ

3°

RNP-AR進入
進入限界高度

370ft（≒113m）

進入経路

※高度は全て標高

従来の進入限界高度
470ft（≒143m）

着地点

参考
インテックビル
最頂部高
120.5m

滑走路

富山空港 進入経路図

進入限界高度が
100ft【約30m】

低　下

環日本海・アジア交流の拠点となる富山きときと空港11

冬季就航率の向上22

　羽田空港等を経由した航空ネットワークの拡充も図られ、北陸・飛騨・信越地域の空の玄関口として、また、環日本海・アジ
ア交流の拠点空港としての役割が一層期待されています。

富山きときと空港を中心とした空のネットワーク（令和５年４月現在）

国際線４路線の就航は地方管理空港としてはトップクラス

引き返しも
雲低高：欠航時は400～500ft

　雪雲の動きを立体的に把握・予測をすることにより、高い
精度で雲の切れ間を把握し、安全に着陸することができま
す。RNP-AR飛行方式に併せ、370ft付近の雲の動きを予測
することにより、更なる就航率の向上を図ることができます。

空港周辺の天候の
回復を予測

進入限界高度付近の
視界の回復を予測　

国内外との航空ネットワークの維持・充実と空港の活性化3

●富山 ～ 東京
●富山 ～ 札幌

●富山 ～ ソウル
●富山 ～ 大　連

●富山 ～ 上　海
●富山 ～ 台　北

国　内　線

●松山、女満別、隠岐、対馬、佐賀、熊本、種子島、
　下地島、大分　　

チ ャ ー タ ー 便

国　際　線

●東京（羽田）経由（36区間）
●札幌（新千歳）経由（3区間）
※富山から全国各地に乗継割引が設定されています。

●フランクフルトなど29都市
※富山から羽田空港で国際線への乗り継ぎができます。

富山きときと空港の情報は
https://www.toyama-airport . jp/

国 内 線 ・ 国 際 線 乗 り 継 ぎ

国内

国際

（令和４年度実績）
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〈富山駅周辺整備の概要〉

富山駅付近連続立体交差事業　概要図
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仮線路（撤去）仮線路（撤去）
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南北自由通路南北自由通路
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南側
1.事業着手前

3.高架化完成！

２.在来線の高架化 Ｈ31.３ 全線高架切換え

1.仮線構築（現在）、切換

２.下り線の高架切換

■ あいの風とやま鉄道線、JR高山本線 ■ 富山地方鉄道本線

R2.3.21 南北接続開業R2.3.21 南北接続開業

３.上り線の高架切換

仮
下
り
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線
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上
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線

新
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線

上
り
線

現
在

下
り
線
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架

下
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現
在

上
り
線

新
幹
線

下
り
線

R4.12.3 仮線へ切換R4.12.3 仮線へ切換

R5～ 施工中R5～ 施工中
高架切換高架切換

下り仮線撤去下り仮線撤去

仮
下
り
線

仮
上
り
線

新
幹
線

上
り
線

新
幹
線

下
り
線

高
架

下
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高
架
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り
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高架切換高架切換
新
幹
線

上
り
線

新
幹
線

下
り
線

上り仮線撤去上り仮線撤去

1 連続立体交差事業（H17～）
事業主体／富山県
対象路線／あいの風とやま鉄道線､JR高山本線､富山地方鉄道本線
事業区間／富山市明輪町～曙町
延　　長／あいの風とやま鉄道線　約1.8km
　　　　　富山地方鉄道本線　約1.0km
ホーム面数､線数／あいの風とやま鉄道線 ２面４線１切欠
　　　　　　　　 富山地方鉄道本線 ２面２線

2 土地区画整理事業（H18～）
事業主体／富山市
面　　積／約10.4ha
整備内容／広場の整備（南口･北口駅前広場、西口交通広場）
　　　　　道路の整備（富山駅南北線､富山駅横断東線など）
3 その他関連事業
街路事業／（都）牛島蜷川線、（都）堀川線など
路面電車南北接続事業、自由通路整備事業

●射水市奈呉町ほか土地区画整理事業

県民公園太閤山ランド 富岩運河環水公園 富山県総合運動公園

（都）牛島蜷川線　整備前 整備後イメージ

事業期間／H24～実施中、面積地区計／約4ha

　射水市北部の放生津地区において、小規模な区
画整理に分解し、連鎖型の事業を実施。住民が段
階的に移住できることで、地域コミュニティの維
持とまちの再生を図っています。

　新幹線駅等の交通拠点へのアクセス道路など、公共交通を支援する道路の整備を進めています。

　都市公園は、都市内のオープンスペースとして、スポーツやレクリエーションなどに利用され、人々の心にうるおいややすらぎ
を与えるとともに、災害の防止や避難地としての機能も果たしています。またその都市のシンボルとしての役割も担っています。
　富山県の都市計画区域内人口１人当たりの都市公園面積は令和３年度末で、16.0㎡です。これは全国平均の12.5㎡よりも高い
水準にあります。
　引き続き、地域の自然や文化を生かした公園づくりに取り組むとともに、都市全体がうるおいのある環境となるよう、公園緑地
のネットワーク化を図り、優れた景観づくりにも取り組んでいきます。

富山駅北地区の新しい都市拠点の
創造、新たな賑わいの創出

運河の水面を残し、都市の水辺環境として
活用するため「富岩運河環水公園」を開園

スターバックス
コーヒー

スターバックス
コーヒー

小運河小運河

天門橋天門橋

至 中島閘門至 中島閘門

レストラン
ラ・シャンス
レストラン
ラ・シャンス

いたち川より導水いたち川より導水

富岩水上ライン
乗船場

富岩水上ライン
乗船場

富山県美術館富山県美術館

➡➡

➡➡

➡➡

いたち川

いたち川

水と緑を活かして賑わいを創出！公園

公園内施設の誘致
（スターバックスコーヒー）

運河クルーズ
（富岩水上ライン）

富山県美術館 レストラン ラ・シャンス

土地区画整理事業33

●新幹線駅等へのアクセス道路の整備

都市計画道路の整備44

都市公園の整備55

富山駅周辺の整備5
　富山駅周辺では、駅周辺の混雑緩和や南北一体のまちづくりを推進
するため、北陸新幹線の建設にあわせて在来線を高架化し、交差道路
の拡幅を行う「富山駅付近連続立体交差事業」や駅周辺を整備する「富
山駅周辺地区土地区画整理事業」等により、県都の玄関口にふさわし
い機能の整備や魅力づくり、景観の創出を推進しています。

富山駅付近連続立体交差事業 施工手順11

駅の南北一体化（路面電車南北接続、南北自由通路）22 駅周辺のアクセス道路の整備33

（都）堀川線（完成イメージ） 平面４車線化路面電車の南北接続

南北自由通路 （都）堀川線（渋滞状況）

至 魚津・黒部方面至 魚津・黒部方面

至 高岡・小矢部方面至 高岡・小矢部方面

　南北を接続する都市計画道路の整備。　鉄道で分断されている富山駅南北の市街地を高架下空間で接続。

　『連立事業、路面電車南北接続事業、新幹線富山駅建設事業が連携し、公共交通主体型まちづくりを推進した点
が評価され、富山県、富山市、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が令和２年度土木学会賞技術賞を受賞しました。』

••

R3完R3完H30完H30完

H30完H30完

実施中実施中H26完H26完
未実施未実施

H27完H27完
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〈富山駅周辺整備の概要〉

富山駅付近連続立体交差事業　概要図
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２.在来線の高架化 Ｈ31.３ 全線高架切換え

1.仮線構築（現在）、切換

２.下り線の高架切換

■ あいの風とやま鉄道線、JR高山本線 ■ 富山地方鉄道本線

R2.3.21 南北接続開業R2.3.21 南北接続開業

３.上り線の高架切換
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R4.12.3 仮線へ切換R4.12.3 仮線へ切換

R5～ 施工中R5～ 施工中
高架切換高架切換

下り仮線撤去下り仮線撤去

仮
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線
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下
り
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上り仮線撤去上り仮線撤去

1 連続立体交差事業（H17～）
事業主体／富山県
対象路線／あいの風とやま鉄道線､JR高山本線､富山地方鉄道本線
事業区間／富山市明輪町～曙町
延　　長／あいの風とやま鉄道線　約1.8km
　　　　　富山地方鉄道本線　約1.0km
ホーム面数､線数／あいの風とやま鉄道線 ２面４線１切欠
　　　　　　　　 富山地方鉄道本線 ２面２線

2 土地区画整理事業（H18～）
事業主体／富山市
面　　積／約10.4ha
整備内容／広場の整備（南口･北口駅前広場、西口交通広場）
　　　　　道路の整備（富山駅南北線､富山駅横断東線など）
3 その他関連事業
街路事業／（都）牛島蜷川線、（都）堀川線など
路面電車南北接続事業、自由通路整備事業

●射水市奈呉町ほか土地区画整理事業

県民公園太閤山ランド 富岩運河環水公園 富山県総合運動公園

（都）牛島蜷川線　整備前 整備後イメージ

事業期間／H24～実施中、面積地区計／約4ha

　射水市北部の放生津地区において、小規模な区
画整理に分解し、連鎖型の事業を実施。住民が段
階的に移住できることで、地域コミュニティの維
持とまちの再生を図っています。

　新幹線駅等の交通拠点へのアクセス道路など、公共交通を支援する道路の整備を進めています。

　都市公園は、都市内のオープンスペースとして、スポーツやレクリエーションなどに利用され、人々の心にうるおいややすらぎ
を与えるとともに、災害の防止や避難地としての機能も果たしています。またその都市のシンボルとしての役割も担っています。
　富山県の都市計画区域内人口１人当たりの都市公園面積は令和３年度末で、16.0㎡です。これは全国平均の12.5㎡よりも高い
水準にあります。
　引き続き、地域の自然や文化を生かした公園づくりに取り組むとともに、都市全体がうるおいのある環境となるよう、公園緑地
のネットワーク化を図り、優れた景観づくりにも取り組んでいきます。

富山駅北地区の新しい都市拠点の
創造、新たな賑わいの創出

運河の水面を残し、都市の水辺環境として
活用するため「富岩運河環水公園」を開園

スターバックス
コーヒー

スターバックス
コーヒー

小運河小運河

天門橋天門橋

至 中島閘門至 中島閘門

レストラン
ラ・シャンス
レストラン
ラ・シャンス

いたち川より導水いたち川より導水

富岩水上ライン
乗船場

富岩水上ライン
乗船場

富山県美術館富山県美術館

➡➡

➡➡

➡➡

いたち川

いたち川

水と緑を活かして賑わいを創出！公園

公園内施設の誘致
（スターバックスコーヒー）

運河クルーズ
（富岩水上ライン）

富山県美術館 レストラン ラ・シャンス

土地区画整理事業33

●新幹線駅等へのアクセス道路の整備

都市計画道路の整備44

都市公園の整備55

富山駅周辺の整備5
　富山駅周辺では、駅周辺の混雑緩和や南北一体のまちづくりを推進
するため、北陸新幹線の建設にあわせて在来線を高架化し、交差道路
の拡幅を行う「富山駅付近連続立体交差事業」や駅周辺を整備する「富
山駅周辺地区土地区画整理事業」等により、県都の玄関口にふさわし
い機能の整備や魅力づくり、景観の創出を推進しています。

富山駅付近連続立体交差事業 施工手順11

駅の南北一体化（路面電車南北接続、南北自由通路）22 駅周辺のアクセス道路の整備33

（都）堀川線（完成イメージ） 平面４車線化路面電車の南北接続

南北自由通路 （都）堀川線（渋滞状況）

至 魚津・黒部方面至 魚津・黒部方面

至 高岡・小矢部方面至 高岡・小矢部方面

　南北を接続する都市計画道路の整備。　鉄道で分断されている富山駅南北の市街地を高架下空間で接続。

　『連立事業、路面電車南北接続事業、新幹線富山駅建設事業が連携し、公共交通主体型まちづくりを推進した点
が評価され、富山県、富山市、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が令和２年度土木学会賞技術賞を受賞しました。』

••

R3完R3完H30完H30完

H30完H30完

実施中実施中H26完H26完
未実施未実施

H27完H27完
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小矢部川流域下水道 二上浄化センター
（高岡市二上地内）

　汚れた水をきれいにする汚水処理施設には、公共下水道、
農村下水道、コミュニティプラント、合併処理浄化槽など
があります。
　富山県では、平成２年度に全国に先駆けて「全県域下水
道化構想」を策定し、県と市町村が一体となって汚水処理
施設の整備を進めてきました。この結果、令和３年度末の
汚水処理人口普及率は、97.6％と全国第８位になっています。
　現在の４代目の構想となる「富山県全県域下水道ビジョ
ン2018」では、３つの基本方針を定め、全県域の持続可
能な汚泥処理システムの構築を目指し、取り組みを進めて
います。

汚水処理人口普及率の状況
（令和３年度末）

注）普及率は各種整備手法の総処理人口による。

　富山県では、２つ以上の市町村の区域における下水を処
理するために、流域下水道を整備しています。昭和63年３
月には小矢部川流域下水道、平成９年12月には神通川左岸
流域下水道を一部供用開始し、広域的かつ効率的な下水処
理を行っています。

神通川左岸流域下水道 神通川左岸浄化センター
（射水市海竜町地内）

　下水道は、汚れた水をきれいにするばかりでなく、処理した水を消融雪用水に活用したり、下水汚泥を肥料やブロック、
マンホールなどの建設資材に活用したりするほか、下水処理場の敷地の一部を、地域住民が親しみをもてる公園として整備
するなど、下水道のもつ資源や施設をさまざまに活用しています。
　平成25年２月には、二上浄化センターで下水処理水を放流する際の落差を利用した小水力発電施設を整備しました。年
間約８万キロワットアワーの発電能力があります。

普及率　95％以上

普及率　95％未満

凡　　　例

　立山・黒部地域は自然災害から暮らしを守り続けてきた人間の営為を刻む資産が集約的に存在し、いわば自然災害に対す
る防災大国日本のモデルとして、世界でも類稀な山と水と人の織りなす文化的景観を有しています。
　県は関係市町とともに平成19年９月末、｢『立山・黒部』～防災大国のモデル－信仰・砂防・発電－～｣として、文化庁に
世界文化遺産の提案を行い、平成20年９月に｢世界遺産暫定一覧表候補の文化遺産｣と位置づけられました。
　これをうけて、県では以下のような取組みを行っています。

世界遺産登録推進シンポジウム2022

　国際防災学会インタープリベント2018は、「変動帯における大規模な土砂災害と減災
対策」を主なテーマに、世界27の国と地域から749名（うち外国人130名）の砂防技術者、
研究者、行政関係者等が参加し、４日間にわたり富山国際会議場で開催されました。富山
県は、立山砂防の顕著な普遍的価値等のポスター発表やパネル展示を行い、閉会式では、「立
山砂防は顕著な普遍的価値を有しており、今後の世界の人々の参考となるよう、人類共有
の遺産として共有していくべきものである」とする、「富山宣言」が採択されました。

国際防災学会（台湾）でのポスター発表や
VR動画を用いたPR（R5.4）

富山県防災危機管理センターの展示

　立山カルデラ砂防博物館URL  https://www.tatecal.or.jp/tatecal/index.html

　｢立山カルデラ砂防博物館｣と連携し、野外ゾーンでの体験学習会の充実を図り、県民意識の醸成に努めています。体験学習
会の開催を通して、立山カルデラの大自然の営み、そして、その大自然に挑んできた人間の英知と努力の結晶ともいうべき砂
防事業の意義や高い技術などを広く紹介しています。
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県全域に快適な生活環境を11

下水道資源・施設の有効利用33

流域下水道の整備22

●国際防災学会インタープリベント2018

●県民意識の醸成 

下水道の整備6
　水は、人間が生きていく上で欠くことのできないものです。富山県には、清らかな水が豊富にあり、県民の誇りとなって
います。この豊かで清らかな水を県民共有の財産として守り、次の世代に引き継いでいくことが、私たちの責務です。　
　下水道は、今後も、この豊かで清らかな水を守り、快適で衛生的な生活環境をつくるために、大きな役割を果たしていきます。 「立山・黒部」の世界文化遺産登録を目指して1

９月 ｢『立山・黒部』～防災大国のモデル－信仰・砂防・発電－～｣として文化庁に世界文化遺産の提案

６月 白岩砂防堰堤の重要文化財指定（砂防施設として初めて）
10月 国際砂防フォーラム2009（富山市内）

11月 世界遺産条約採択40周年記念富山会議（富山市内）

11月 国際防災学会インタープリベント2014における発表（奈良市内）
３月 国連防災世界会議における発表（仙台市内）

９月 ｢世界遺産暫定一覧表候補の文化遺産｣に位置づけられる

11月 世界遺産登録推進シンポジウム2020（富山市内）

10月 国際防災学会インタープリベント2018における発表（富山市内）

10月 国際イコモス年次総会国際シンポジウムにおける発表（モロッコ王国）

８月 ワルストロム国連事務総長特別代表（防災担当）が立山カルデラを視察
９月 日本イコモス国内委員会富山会議開催（富山市内）

５月（公社）砂防学会「富山大会」
５月 国際防災学会インタープリベント2016（スイス）での周知活動（5/30～6/2）

10月 世界遺産登録推進国際シンポジウム2017（東京都内）
11月 ｢常願寺川砂防施設」の重要文化財指定
12月 日本イコモス国内委員会が「立山砂防施設群」を「日本の20世紀遺産20選」の3番目に選定

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ24

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

Ｒ 1

Ｒ 2

６月 国際防災学会インタープリベント2021における発表（ノルウェー※web開催）Ｒ3

Ｒ 4

Ｒ 5

重要文化財「常願寺川砂防施設」

泥谷堰堤

昭和８年 平成25年

白岩堰堤 本宮堰堤

Ⅱ 

活
力
あ
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れ
る
地
域
づ
く
り

Ⅲ 

美
し
い
県
土
づ
く
り

美しい県土づくりⅢ

６月 ユネスコ本部で開催された企画展に出展（フランス・パリ）
10月 竣工した富山県防災危機管理センターで立山砂防の価値や魅力を発信
３月 第三回世界防災フォーラムにおける発表（宮城県仙台市）

４月 国際防災学会インタープリベント2023における発表（台湾）

富山県の流域下水道

計 画 処 理 人 口

項 　 目

関 係 市 町 村

計画処理区域面積

258,900人 200,100人

10,806ha 6,998ha

高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺市、射水市

富山市、高岡市、
射水市

小矢部川流域下水道 神通川左岸流域下水道

〈基本方針〉
　❶未普及地域の早期解消
　❷汚水処理施設の広域化・共同化
　❸既処理設備の効果的な改築・更新及び運営管理

立山砂防のパネル展示

白岩堰堤大型タペストリー

パリ・ユネスコ本部で立山砂防の価値を説明（R4.6）

たぐいまれ
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小矢部川流域下水道 二上浄化センター
（高岡市二上地内）

　汚れた水をきれいにする汚水処理施設には、公共下水道、
農村下水道、コミュニティプラント、合併処理浄化槽など
があります。
　富山県では、平成２年度に全国に先駆けて「全県域下水
道化構想」を策定し、県と市町村が一体となって汚水処理
施設の整備を進めてきました。この結果、令和３年度末の
汚水処理人口普及率は、97.6％と全国第８位になっています。
　現在の４代目の構想となる「富山県全県域下水道ビジョ
ン2018」では、３つの基本方針を定め、全県域の持続可
能な汚泥処理システムの構築を目指し、取り組みを進めて
います。

汚水処理人口普及率の状況
（令和３年度末）

注）普及率は各種整備手法の総処理人口による。

　富山県では、２つ以上の市町村の区域における下水を処
理するために、流域下水道を整備しています。昭和63年３
月には小矢部川流域下水道、平成９年12月には神通川左岸
流域下水道を一部供用開始し、広域的かつ効率的な下水処
理を行っています。

神通川左岸流域下水道 神通川左岸浄化センター
（射水市海竜町地内）

　下水道は、汚れた水をきれいにするばかりでなく、処理した水を消融雪用水に活用したり、下水汚泥を肥料やブロック、
マンホールなどの建設資材に活用したりするほか、下水処理場の敷地の一部を、地域住民が親しみをもてる公園として整備
するなど、下水道のもつ資源や施設をさまざまに活用しています。
　平成25年２月には、二上浄化センターで下水処理水を放流する際の落差を利用した小水力発電施設を整備しました。年
間約８万キロワットアワーの発電能力があります。

普及率　95％以上

普及率　95％未満

凡　　　例

　立山・黒部地域は自然災害から暮らしを守り続けてきた人間の営為を刻む資産が集約的に存在し、いわば自然災害に対す
る防災大国日本のモデルとして、世界でも類稀な山と水と人の織りなす文化的景観を有しています。
　県は関係市町とともに平成19年９月末、｢『立山・黒部』～防災大国のモデル－信仰・砂防・発電－～｣として、文化庁に
世界文化遺産の提案を行い、平成20年９月に｢世界遺産暫定一覧表候補の文化遺産｣と位置づけられました。
　これをうけて、県では以下のような取組みを行っています。

世界遺産登録推進シンポジウム2022

　国際防災学会インタープリベント2018は、「変動帯における大規模な土砂災害と減災
対策」を主なテーマに、世界27の国と地域から749名（うち外国人130名）の砂防技術者、
研究者、行政関係者等が参加し、４日間にわたり富山国際会議場で開催されました。富山
県は、立山砂防の顕著な普遍的価値等のポスター発表やパネル展示を行い、閉会式では、「立
山砂防は顕著な普遍的価値を有しており、今後の世界の人々の参考となるよう、人類共有
の遺産として共有していくべきものである」とする、「富山宣言」が採択されました。

国際防災学会（台湾）でのポスター発表や
VR動画を用いたPR（R5.4）

富山県防災危機管理センターの展示

　立山カルデラ砂防博物館URL  https://www.tatecal.or.jp/tatecal/index.html

　｢立山カルデラ砂防博物館｣と連携し、野外ゾーンでの体験学習会の充実を図り、県民意識の醸成に努めています。体験学習
会の開催を通して、立山カルデラの大自然の営み、そして、その大自然に挑んできた人間の英知と努力の結晶ともいうべき砂
防事業の意義や高い技術などを広く紹介しています。
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下水道の整備6
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９月 ｢『立山・黒部』～防災大国のモデル－信仰・砂防・発電－～｣として文化庁に世界文化遺産の提案
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Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ24
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Ｈ27
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Ｈ30

Ｒ 1

Ｒ 2

６月 国際防災学会インタープリベント2021における発表（ノルウェー※web開催）Ｒ3

Ｒ 4

Ｒ 5

重要文化財「常願寺川砂防施設」

泥谷堰堤
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美しい県土づくりⅢ

６月 ユネスコ本部で開催された企画展に出展（フランス・パリ）
10月 竣工した富山県防災危機管理センターで立山砂防の価値や魅力を発信
３月 第三回世界防災フォーラムにおける発表（宮城県仙台市）

４月 国際防災学会インタープリベント2023における発表（台湾）

富山県の流域下水道

計 画 処 理 人 口

項 　 目

関 係 市 町 村

計画処理区域面積

258,900人 200,100人

10,806ha 6,998ha

高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺市、射水市

富山市、高岡市、
射水市

小矢部川流域下水道 神通川左岸流域下水道

〈基本方針〉
　❶未普及地域の早期解消
　❷汚水処理施設の広域化・共同化
　❸既処理設備の効果的な改築・更新及び運営管理

立山砂防のパネル展示

白岩堰堤大型タペストリー

パリ・ユネスコ本部で立山砂防の価値を説明（R4.6）

たぐいまれ
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　私たちの生活を支える社会資本の整備や維持管理について、県民の皆さんと一緒に考え、取り組みます。

通学路合同点検状況

　市町村などの関係機関、地域住民と密接に連携をとりながら、大規模地震災害を
想定した実践的かつ広域的な災害応急活動等の防災訓練を実施し、防災計画等の円
滑な運用に資するとともに、防災思想の普及啓発を図ります。

　「とやまの土木」を実際に見て頂く「県民見学会」や「県政バス教室」等の行事
を実施することで、社会資本整備の意義と重要性を県民の皆様にご理解頂けるよう
努めています。

　社会資本は、長期にわたり利用されるものです。「川を語る懇談会」や「子ども
砂防教室」、「こども雪教室」の開催をとおして、次世代の主役となる子供達と社会
資本である公共土木施設の役割を共に考えています。

川を語る懇談会（熊野川） 子ども砂防教室（小矢部市） こども雪教室（入善町）

県政バス教室

防災訓練

　道路を利用する県民の皆さんからご提案やご意見を取り入れながら、今あるみちに「ひと工夫」加えることにより、道路がよ
り安全、便利で快適に利用できるようにしています。

既存の道路敷を有効に活用し、歩行空間の確保 右折レーンの２車線化により、右折車の見通しを改善

対策前 対策後対策後対策前

歩行空間の整備例 見通しの改善例

対策実施例 【立山町立高野小学校通学路 県道日中五百石線】

対策後対策前

●横断歩道の手前をカラー舗装化し、注意を喚起する。
●歩道の転落防止柵の高さをより高く、安全なものに更新する。

●見　学（社会資本に対する理解を深めるために）

●教　室（未来に向けて）

景観づくり住民協定 八日町通り（南砺市）

危険箇所の点検 （県道富山戸出小矢部線 戸出西部小学校前交差点）

　地域の景観をより良くしていくため
には、その地域の人たちの自主的・主
体的な景観づくりへの取組みにより進
められることが望ましく、かつ、効果
的です。
　富山県景観条例ではこのような景観
づくり活動を奨励するために「景観づ
くり住民協定」の制度を定めており、
協定に基づいた修景事業等に対して市
町村と連携し、支援を行っています。

　県民の皆さんと一
緒に、清掃などの美
化活動、稚魚の放流
や植栽等の愛護活動
など川や海を守り育
てていく活動を進め
ています。

　NPO法人富山県砂防ボランティア協会と連携・協働して
危険箇所の点検、防災講習会などを実施し、危険箇所の周知
や防災知識の普及、土砂災害に対する共助、自助の意識を高
めます。

　県民との協働による除排雪を推
進する一環として、主要な交差点
やバス停等の歩道に除雪用スコッ
プを置き、地域住民の方々や通行
する方々に、雪だまりなどをひと
かき除雪してもらうものです。

　歩道、路肩、植樹桝などの清掃、草むしり、水やり等のボ
ランティア活動を支援し、県民の皆さんと一緒に、道路沿線
の美化活動を進めています。

道路愛護ボランティア（県道富山高岡線）

普及・啓発活動11

●訓　練　（いざという時に備えて）

県民提案型事業の推進22

●とやまのみちフレッシュアップ事業

　登下校中の児童や散歩中の未就学児等が死傷する事故が全国で相次いだことを受けて、富山県では道路管理者、教育、保育施
設及びその所管機関、警察、地域住民等が連携して、通学路及び未就学児の集団移動経路の合同点検を行い、その結果を踏まえ、
現地の状況に応じた対策を実施し、交通安全の確保に継続的に取り組んでいます。

●通学路及び未就学児の集団移動経路の合同点検による交通安全の確保

地域が主役となる事業の推進33

●景観づくり住民協定

協働44

●ふるさとリバーボランティア支援制度 ●道路愛護ボランティア制度

●砂防NPO協働支援事業 ●雪と汗のひとかき運動

河川愛護活動（高橋川）

河川美化活動（いたち川）

県民の皆さんとの未来づくり2
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安全・安心な暮らしづくりⅣ

あふれた水で濁流と化した道路（魚津市本江新地区）

海から見た富山県鳥瞰図 河川縦断概略図

県内の河川
県外・外国の河川

坪野川（富山市婦中町速星地区）

平成26年7月

平成20年7月

平常時

　　　　　北國新聞 撮影
　平成26年7月20日（1：10頃）

　　　　　北國新聞 撮影
　平成26年7月20日（1：10頃）

　富山県の河川は急流河川のため、堤防や護岸が決壊、損傷するなどの水害が毎年発生しています。
　このため、各河川で堤防の強化、川幅の拡幅、放水路の整備などを計画的に進めるとともに、インターネットによる水位
情報の提供など、ソフト施策の充実を図り、安全で安心な川づくりを進めています。

　坪野川は、富山市婦中町の市街地を流れ、神通川支川の宮島川に合流
する延長約2.3ｋｍの一級河川です。坪野川沿川では、近年、住宅や商
業施設等の開発が進んでおり、局地的な集中豪雨により、平成16年７
月、平成20年７月に浸水被害が発生しました。
　下流の宮島川の改修は、平成５年度に着手し、平成24年度までに坪
野川との合流点までの約1.6ｋｍの整備が完了しました。
　令和４年度には、坪野川のボトルネックとなっているＪＲ高山本線橋
梁の架替工事が完了し、引き続きその上流の河道の拡幅を進め、浸水被
害の軽減を図ることとしています。

　鴨川は、魚津市の市街地を流れ、富山湾に注ぐ延長約3.9㎞の二級河
川です。本川は川幅が狭く、流下能力が小さいため、これまでも浸水被
害が発生しています。　
　近年では、平成26年７月19日～20日の豪雨において、魚津観測所
（魚津市六郎丸）で時間雨量83mm、降り始めからの総降水量
280.5mmという史上最多の猛烈な雨を観測し、床上浸水４戸、床下浸
水11戸の被害が発生しました。
　沿川には住宅等が密集しており、現川改修が困難であることから、魚
津市相木地先から富山湾へ直接洪水を流す放水路を、市街地の道路下に
整備することとし、平成13年度に事業に着手しました。
　振動や騒音の抑制や安全な道路交通の確保に努めながら、放水路の整
備を進め、浸水被害の早期解消を図ることとしています。

3000m級の北アルプスから一気に
富山湾に流れこむ

常
願
寺
川

黒部川
富山湾

神
通
川

庄
川小
矢
部
川

とやまビューポイント 灘浦海岸から見る虻ヶ島（氷見市）

令和４年度うるおい環境とやま賞 光の賞
 緑の賞 パッシブタウン（黒部市）

第15回景観広告とやま賞（令和４年）
景観広告大賞・富山県知事賞 ドメーヌ・ボー（南砺市）

　優れた景観を眺望できる地点「とやまビューポイント」（富山県景観
条例の「ふるさと眺望点」の愛称）を、令和３年３月に30地点を追加
指定し、計60地点となりました。
　県公式YouTubeでは、とやまビューポイントをユーチューバー「と
やまるこ」さんが楽しく紹介する動画４本を公開しています。

　県民の皆さんに、景観への関心を一層高めていただくため、毎年、景観づく
りフォーラムを開催し、景観等に造詣の深い講師による講演等を行っています。
　また、うるおいや安らぎを感じさせる建築物・工作物、景観づくりの推進
を目的とした個人又は団体の活動等を公募し、優れたものを表彰する「うる
おい環境とやま賞」等の顕彰事業を行っています。

　住民等が一定の区域を定め、住宅等の建築物の位置、形態・意匠、敷地の
緑化等の景観づくりに関する協定の締結を推進しています。
　この景観づくり住民協定が締結され内容が県に届けられれば、その協定に
基づく修景事業等に要する費用の一部を関係市町村と連携し支援しています。

　良好な景観形成・風致維持、公衆への危害防止を図るため、
県条例により、屋外広告物の規制を行っています。
　立山連峰をはじめとする優れた自然・眺望景観の保全と良
好な沿道景観の形成のため、許可基準等を改正した県条例・
同施行規則を平成22年７月より施行しています。
　また、平成26年には、北陸新幹線からの眺望景観保全のた
め規制地域を見直しました。

　屋外広告物の規制だけでなく、景観広告ガイドラインの発行や「景観広告とやま賞」による顕彰等により、周辺景観と調
和した屋外広告物への誘導に取り組んでいます。

　平成14年に景観条例を制定し、翌年に景観づくりを総合的・計画的に推進するための基本となる「景観づくり基本方針」
を策定しました。
　この基本方針に基づき、県内の豊かで美しい自然景観や田園景観が守り育てられ、良好な景観の都市づくりが行われると
ともに、歴史や文化を生かしたまち並みづくりが進められるよう、各種施策を展開しています。

うるおいある景観づくり11

●とやまビューポイント

●坪野川（富山市）

●鴨川（魚津市）

●景観づくりの普及啓発

　とやまビューポイントからの眺望景観を保全するため、令和
４年３月に眺望景観保全指針を策定しました。優れた景観がよ
りよい形で次代に継承されるよう、関係する土地利用者等、地
域住民及び公共団体の皆様に、協力をお願いしています。

●富山県眺望景観保全指針

●景観づくりに対する支援

屋外広告物の適正化22

●富山県屋外広告物条例に基づく規制

●景観に調和した屋外広告物の普及

安全で安心な川づくり22

　一級河川は、黒部川、常願寺川、神通川、庄川、小矢部川の5水系216河川からなり、その延長は1,171kmです。また
二級河川は、片貝川、早月川など、30水系102河川からなり、その延長は478kmです。

河川の概要11

　富山県には多くの河川が流れており、県民の生活や産業に「恵み」をもたらしてくれます。しかし、ひとたび氾濫すると「脅
威」となり、幾度となく大きな災害を引き起こしてきました。河川が有する二面性をふまえ、水を治め、利用し、水と親し
む川づくりを進めています。

地域の個性を活かした景観づくり3

治水対策の推進1

砺波地域 富山地域 新川地域

眺望景観
保全指針

高岡地域

住民協定に基づく修景事業

「いなみ上新町歩いて楽しめる町づくり協定」
に基づく修景（南砺市）

修景前

修景後
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安全・安心な暮らしづくりⅣ

あふれた水で濁流と化した道路（魚津市本江新地区）

海から見た富山県鳥瞰図 河川縦断概略図

県内の河川
県外・外国の河川

坪野川（富山市婦中町速星地区）

平成26年7月

平成20年7月

平常時

　　　　　北國新聞 撮影
　平成26年7月20日（1：10頃）

　　　　　北國新聞 撮影
　平成26年7月20日（1：10頃）

　富山県の河川は急流河川のため、堤防や護岸が決壊、損傷するなどの水害が毎年発生しています。
　このため、各河川で堤防の強化、川幅の拡幅、放水路の整備などを計画的に進めるとともに、インターネットによる水位
情報の提供など、ソフト施策の充実を図り、安全で安心な川づくりを進めています。

　坪野川は、富山市婦中町の市街地を流れ、神通川支川の宮島川に合流
する延長約2.3ｋｍの一級河川です。坪野川沿川では、近年、住宅や商
業施設等の開発が進んでおり、局地的な集中豪雨により、平成16年７
月、平成20年７月に浸水被害が発生しました。
　下流の宮島川の改修は、平成５年度に着手し、平成24年度までに坪
野川との合流点までの約1.6ｋｍの整備が完了しました。
　令和４年度には、坪野川のボトルネックとなっているＪＲ高山本線橋
梁の架替工事が完了し、引き続きその上流の河道の拡幅を進め、浸水被
害の軽減を図ることとしています。

　鴨川は、魚津市の市街地を流れ、富山湾に注ぐ延長約3.9㎞の二級河
川です。本川は川幅が狭く、流下能力が小さいため、これまでも浸水被
害が発生しています。　
　近年では、平成26年７月19日～20日の豪雨において、魚津観測所
（魚津市六郎丸）で時間雨量83mm、降り始めからの総降水量
280.5mmという史上最多の猛烈な雨を観測し、床上浸水４戸、床下浸
水11戸の被害が発生しました。
　沿川には住宅等が密集しており、現川改修が困難であることから、魚
津市相木地先から富山湾へ直接洪水を流す放水路を、市街地の道路下に
整備することとし、平成13年度に事業に着手しました。
　振動や騒音の抑制や安全な道路交通の確保に努めながら、放水路の整
備を進め、浸水被害の早期解消を図ることとしています。

3000m級の北アルプスから一気に
富山湾に流れこむ

常
願
寺
川

黒部川
富山湾

神
通
川

庄
川小
矢
部
川

とやまビューポイント 灘浦海岸から見る虻ヶ島（氷見市）

令和４年度うるおい環境とやま賞 光の賞
 緑の賞 パッシブタウン（黒部市）

第15回景観広告とやま賞（令和４年）
景観広告大賞・富山県知事賞 ドメーヌ・ボー（南砺市）

　優れた景観を眺望できる地点「とやまビューポイント」（富山県景観
条例の「ふるさと眺望点」の愛称）を、令和３年３月に30地点を追加
指定し、計60地点となりました。
　県公式YouTubeでは、とやまビューポイントをユーチューバー「と
やまるこ」さんが楽しく紹介する動画４本を公開しています。

　県民の皆さんに、景観への関心を一層高めていただくため、毎年、景観づく
りフォーラムを開催し、景観等に造詣の深い講師による講演等を行っています。
　また、うるおいや安らぎを感じさせる建築物・工作物、景観づくりの推進
を目的とした個人又は団体の活動等を公募し、優れたものを表彰する「うる
おい環境とやま賞」等の顕彰事業を行っています。

　住民等が一定の区域を定め、住宅等の建築物の位置、形態・意匠、敷地の
緑化等の景観づくりに関する協定の締結を推進しています。
　この景観づくり住民協定が締結され内容が県に届けられれば、その協定に
基づく修景事業等に要する費用の一部を関係市町村と連携し支援しています。

　良好な景観形成・風致維持、公衆への危害防止を図るため、
県条例により、屋外広告物の規制を行っています。
　立山連峰をはじめとする優れた自然・眺望景観の保全と良
好な沿道景観の形成のため、許可基準等を改正した県条例・
同施行規則を平成22年７月より施行しています。
　また、平成26年には、北陸新幹線からの眺望景観保全のた
め規制地域を見直しました。

　屋外広告物の規制だけでなく、景観広告ガイドラインの発行や「景観広告とやま賞」による顕彰等により、周辺景観と調
和した屋外広告物への誘導に取り組んでいます。

　平成14年に景観条例を制定し、翌年に景観づくりを総合的・計画的に推進するための基本となる「景観づくり基本方針」
を策定しました。
　この基本方針に基づき、県内の豊かで美しい自然景観や田園景観が守り育てられ、良好な景観の都市づくりが行われると
ともに、歴史や文化を生かしたまち並みづくりが進められるよう、各種施策を展開しています。

うるおいある景観づくり11

●とやまビューポイント

●坪野川（富山市）

●鴨川（魚津市）

●景観づくりの普及啓発

　とやまビューポイントからの眺望景観を保全するため、令和
４年３月に眺望景観保全指針を策定しました。優れた景観がよ
りよい形で次代に継承されるよう、関係する土地利用者等、地
域住民及び公共団体の皆様に、協力をお願いしています。

●富山県眺望景観保全指針

●景観づくりに対する支援

屋外広告物の適正化22

●富山県屋外広告物条例に基づく規制

●景観に調和した屋外広告物の普及

安全で安心な川づくり22

　一級河川は、黒部川、常願寺川、神通川、庄川、小矢部川の5水系216河川からなり、その延長は1,171kmです。また
二級河川は、片貝川、早月川など、30水系102河川からなり、その延長は478kmです。

河川の概要11

　富山県には多くの河川が流れており、県民の生活や産業に「恵み」をもたらしてくれます。しかし、ひとたび氾濫すると「脅
威」となり、幾度となく大きな災害を引き起こしてきました。河川が有する二面性をふまえ、水を治め、利用し、水と親し
む川づくりを進めています。

地域の個性を活かした景観づくり3

治水対策の推進1

砺波地域 富山地域 新川地域

眺望景観
保全指針

高岡地域

住民協定に基づく修景事業

「いなみ上新町歩いて楽しめる町づくり協定」
に基づく修景（南砺市）

修景前

修景後
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工事後の写真

工事後工事後
工事前工事前

富山県のダム位置図

工事中の写真

　気候変動による水災害リスクの増
大に備えるためには、これまでの河
川管理者等の取組だけでなく、流域
に関わる関係者が、主体的に治水に
取り組む社会を構築する必要があり
ます。
　河川・下水道管理者等による治水
に加え、あらゆる関係者（国・都道
府県・市町村・企業・住民等）によ
り流域全体で行う治水「流域治水」
に転換するため、流域全体で早急に
実施すべき対策の全体像となる「流
域治水プロジェクト」を策定し、ハー
ド・ソフト一体の事前防災対策を推
進します。

　洪水や渇水の被害を防ぎ、総合的な水利用を図るため、河川総合開発事
業を進めており、これまで県営16ダム、国土交通省１ダムが完成しました。
　ダムの効果には洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水や消流雪
用水等の開発、発電などがあり、様々な恵みを私たちに与えてくれます。

　熊野川沿川地域を洪水被害から守るため、未利用となっていた水道容量
を洪水調節容量等に振り替えるダムの再開発を行いました。（平成25年完成）
　３門あるダムの放流口を2.9m下方に付け替えることにより、洪水調節
機能が向上しました。

　事前放流は、計画規模を上回る洪水が想定された場合、事前の放流によ
り洪水調節のための容量をさらに確保し、ダム下流の洪水被害の防止・軽
減を目的として行われる操作です。
　富山県土木部が管理する16箇所のダムにおいても事前放流の運用を進
めています。

富山湾の海底地形

ボランティアによる海岸清掃

海岸侵食対策事業を
進めている富山海岸（富山市）

寄り回り波（滑川市）

　波浪による被害から県土を保全し、
県民の生命、財産を守るため、富山海
岸や宮崎海岸などでは面的防護方式
により護岸、離岸堤、人工リーフなどの
海岸保全施設の整備を進めています。

　県ではこれまで、寄り回り波など
による甚大な被害を度々受けてきた
ことから、高波対策を中心に施設の
整備を進めてきたところですが、引
き続き災害に強く強靭な県土づくり
を推進するため、東日本大震災を教
訓として、地震・津波対策も含めた
施設整備に取り組んでいくこととし
ています。
　また、一部の海岸堤防や護岸は築
造後相当の年月が経過しており、波
力等の影響による損傷や経年変化な
ど、機能低下の進行により破堤等の
被害の発生が懸念されることから、
長寿命化計画に基づき海岸保全施設
の機能の維持、強化を図ることとし
ています。　

　富山県の海岸は、西部の能登半島から東に向かって南に大きく湾曲して富山湾
を形成しており、その延長は147.4kmです。海底の複雑な地形と富山湾特有の「寄
り回り波」※や冬季風浪等の海象条件があいまって、過去幾度となく大災害が発
生し、県民の生活や財産を脅かしてきました。

　これまで地域住民や海岸管理者等により、海岸漂着物の回収・処理などの取組
みが実施され、一定の成果が得られているところです。
　更に、これらの取組みを一層推進するため、県では、令和３年３月に「富山県
海岸漂着物対策推進地域計画」を改定し、今後も、関係機関等と一体となって「美
しく豊かで、県民が安全に気持ちよく利用できる海岸」の実現に取り組んでいく
こととしています。

※「寄り回り波」とは、日本海の北部から富山湾にやってきたうねりが海岸近くで大きくなり、沿岸
　各地に被害を与える高波のことで、主に、射水・滑川・入善などの各海岸で発生します。

流域治水プロジェクト33

海岸漂着物対策33

海岸の概要11

ダムの効果44 海岸の保全22

●熊野川ダム（富山市）

●ダムの事前放流

　富山湾は、能登半島と広大な扇状地平野に縁取られた日本海側最大の湾であり、富山湾越しに望む立山連峰は世界に誇る絶景
と呼ばれ、多くの方々に親しまれています。
　しかし一方では、富山湾特有の地形が原因となって「寄り回り波」などの高波が頻繁に発生することから、侵食が著しい海岸
となっています。

●整備状況

●今後の整備方針

海岸保全対策の推進2

　護岸、離岸堤、人工海浜などの海岸保全施設
を面的な広がりをもって適切に配置し、それら
の複合機能により背後地を防護する施設整備方
式です。

　海辺の環境や景観に配慮し、水面下に捨石な
どによって、人工の浅瀬をつくり、海岸侵食を
防止する施設です。

面的防護方式

人工リーフ

施工前 施工後

洪水前

事前の
放流

流入

洪水調節容量

利水容量 等

事前の放流により洪水調節
のための容量をさらに確保

洪水中

放流

流入

洪水調節容量

＋確保した容量

事前の放流により確保した
　容量も用いて洪水調節

流域治水プロジェクト【イメージ図】

山間部
のダム

山間部
のダム

平野部の
開発エリア

　平成20年７月28日に南砺市で集中豪雨が発
生しました。この時、小矢部川水系山田川の城
端ダムでは時間雨量112mmを記録しましたが、
ダム地点において
160ｍ３/sを調節し
た結果、下流の南砺
市是安地点において
水位を約60cm下げ
る効果がありました。 洪水時の城端ダム

ダムが無かったら、堤防から
あふれ、山田川の洪水被害は
拡大していました。

： ダムが無かった場合の推定水位
： 洪水時の水位（堤防天端より20cm下方）

約60cm

洪水調節の事例
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工事後の写真

工事後工事後
工事前工事前

富山県のダム位置図

工事中の写真

　気候変動による水災害リスクの増
大に備えるためには、これまでの河
川管理者等の取組だけでなく、流域
に関わる関係者が、主体的に治水に
取り組む社会を構築する必要があり
ます。
　河川・下水道管理者等による治水
に加え、あらゆる関係者（国・都道
府県・市町村・企業・住民等）によ
り流域全体で行う治水「流域治水」
に転換するため、流域全体で早急に
実施すべき対策の全体像となる「流
域治水プロジェクト」を策定し、ハー
ド・ソフト一体の事前防災対策を推
進します。

　洪水や渇水の被害を防ぎ、総合的な水利用を図るため、河川総合開発事
業を進めており、これまで県営16ダム、国土交通省１ダムが完成しました。
　ダムの効果には洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水や消流雪
用水等の開発、発電などがあり、様々な恵みを私たちに与えてくれます。

　熊野川沿川地域を洪水被害から守るため、未利用となっていた水道容量
を洪水調節容量等に振り替えるダムの再開発を行いました。（平成25年完成）
　３門あるダムの放流口を2.9m下方に付け替えることにより、洪水調節
機能が向上しました。

　事前放流は、計画規模を上回る洪水が想定された場合、事前の放流によ
り洪水調節のための容量をさらに確保し、ダム下流の洪水被害の防止・軽
減を目的として行われる操作です。
　富山県土木部が管理する16箇所のダムにおいても事前放流の運用を進
めています。

富山湾の海底地形

ボランティアによる海岸清掃

海岸侵食対策事業を
進めている富山海岸（富山市）

寄り回り波（滑川市）

　波浪による被害から県土を保全し、
県民の生命、財産を守るため、富山海
岸や宮崎海岸などでは面的防護方式
により護岸、離岸堤、人工リーフなどの
海岸保全施設の整備を進めています。

　県ではこれまで、寄り回り波など
による甚大な被害を度々受けてきた
ことから、高波対策を中心に施設の
整備を進めてきたところですが、引
き続き災害に強く強靭な県土づくり
を推進するため、東日本大震災を教
訓として、地震・津波対策も含めた
施設整備に取り組んでいくこととし
ています。
　また、一部の海岸堤防や護岸は築
造後相当の年月が経過しており、波
力等の影響による損傷や経年変化な
ど、機能低下の進行により破堤等の
被害の発生が懸念されることから、
長寿命化計画に基づき海岸保全施設
の機能の維持、強化を図ることとし
ています。　

　富山県の海岸は、西部の能登半島から東に向かって南に大きく湾曲して富山湾
を形成しており、その延長は147.4kmです。海底の複雑な地形と富山湾特有の「寄
り回り波」※や冬季風浪等の海象条件があいまって、過去幾度となく大災害が発
生し、県民の生活や財産を脅かしてきました。

　これまで地域住民や海岸管理者等により、海岸漂着物の回収・処理などの取組
みが実施され、一定の成果が得られているところです。
　更に、これらの取組みを一層推進するため、県では、令和３年３月に「富山県
海岸漂着物対策推進地域計画」を改定し、今後も、関係機関等と一体となって「美
しく豊かで、県民が安全に気持ちよく利用できる海岸」の実現に取り組んでいく
こととしています。

※「寄り回り波」とは、日本海の北部から富山湾にやってきたうねりが海岸近くで大きくなり、沿岸
　各地に被害を与える高波のことで、主に、射水・滑川・入善などの各海岸で発生します。

流域治水プロジェクト33

海岸漂着物対策33

海岸の概要11

ダムの効果44 海岸の保全22

●熊野川ダム（富山市）

●ダムの事前放流

　富山湾は、能登半島と広大な扇状地平野に縁取られた日本海側最大の湾であり、富山湾越しに望む立山連峰は世界に誇る絶景
と呼ばれ、多くの方々に親しまれています。
　しかし一方では、富山湾特有の地形が原因となって「寄り回り波」などの高波が頻繁に発生することから、侵食が著しい海岸
となっています。

●整備状況

●今後の整備方針

海岸保全対策の推進2

　護岸、離岸堤、人工海浜などの海岸保全施設
を面的な広がりをもって適切に配置し、それら
の複合機能により背後地を防護する施設整備方
式です。

　海辺の環境や景観に配慮し、水面下に捨石な
どによって、人工の浅瀬をつくり、海岸侵食を
防止する施設です。

面的防護方式

人工リーフ

施工前 施工後

洪水前

事前の
放流

流入

洪水調節容量

利水容量 等

事前の放流により洪水調節
のための容量をさらに確保

洪水中

放流

流入

洪水調節容量

＋確保した容量

事前の放流により確保した
　容量も用いて洪水調節

流域治水プロジェクト【イメージ図】

山間部
のダム

山間部
のダム

平野部の
開発エリア

　平成20年７月28日に南砺市で集中豪雨が発
生しました。この時、小矢部川水系山田川の城
端ダムでは時間雨量112mmを記録しましたが、
ダム地点において
160ｍ３/sを調節し
た結果、下流の南砺
市是安地点において
水位を約60cm下げ
る効果がありました。 洪水時の城端ダム

ダムが無かったら、堤防から
あふれ、山田川の洪水被害は
拡大していました。

： ダムが無かった場合の推定水位
： 洪水時の水位（堤防天端より20cm下方）

約60cm

洪水調節の事例
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　南砺市利賀村上百瀬において、平成29年１月、斜面崩壊を伴う土砂流出が発生し、家屋の全半壊や県道の通行止めなどの被
害が発生しました。
　緊急災害対策としてブロック堰堤を施工しました。また、この斜面は、県が平成19年３月に土砂災害警戒区域に指定し、南
砺市がハザードマップを作成し、住民に周知を図ってきた場所です。こうしたこともあり地域にお住いの方々の災害に対する
危機意識が高く、速やかな避難など適切に対応されたため人的被害が発生しませんでした。

　富山県は、急峻な山岳地帯や急流河川などの険しい地形条件により、土石流や地すべり、がけ崩れなどの土砂災害が発生する
恐れがある危険箇所が数多くあり、昔からこうした災害との闘いが繰り返されてきました。
　私たちは、このような地形が持つ危険から、県民の生命と財産を守り、豊かで美しい県土を保全しています。

　２０１１年に発生した東日本大震災は、地震・大津波により、未曽有の被害をもたらしました。地震などの大規模な自然災害は発生そ
のものを防ぐことができないことから、被害を最小限に食い止める「減災」の考え方が重要となります。そこで、県では、公共土木
施設の耐震化などのハード整備や住宅の耐震化支援に引き続き取り組むとともに、津波避難の意識啓発等のソフト対策も行っています。

　富山県には、土砂災害が発生する恐れのある土砂災害危険箇所が4,947箇所あり、そのうち人家５戸以上等ある重要整備箇所
1,804箇所を対象に事業を進めています。

　スマートフォン版のサイトでは、PC版とほぼ同様の
情報が閲覧できることに加え、位置情報機能により、自
分が現在いる場所の雨量状況や土砂災害の危険度などを
リアルタイムで確認することができます。
　また、地図情報では、土砂災害警戒区域等が確認でき
ます。普段より、住んでいる地域がどのような土砂災害
の危険があるかを把握する際にも役立てて下さい。

そやまだしたに

南砺市 祖山出谷砂防堰堤の整備（平成20年～26年）

　平成20年7月豪雨による土石流で国道156
号が流出し、地域の物流、観光に多大な影響
（約41日間通行止）を与えたことから、国
道の山側に新たな砂防堰堤を整備し、平成26
年12月に完成しました。
　平成29年８月の豪雨により再び土石流が
発生しましたが、堰堤により捕捉され、国道
上の円滑な交通は確保されました。
　その後、除石を行い、土石流を捕捉する容
量を確保しました。

　県では、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づいて実施した津波シミュレーション調査結果を踏まえ、津波災害
警戒区域を指定しました。これにより、市町においては、地域防災計画の拡充や津波ハザードマップの作成が平成30年
３月に義務付けられたほか、病院や高齢者福祉施設等では、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が必要になるなど、
各自治体の警戒避難体制の整備が加速されます。    ※指定に関する詳細は、県河川課のホームページをご覧ください。

国道156号国道156号

交通ネットワークを保全し、物流・観光を守る

被災（平成20年７月）　

既設道路標識柱への
海抜等の表示

木造住宅の耐震改修工事

津波ハザード
マップイメージ
（氷見市）

　災害時の活用等の協定を締結する、民間の耐震診断義務付け大規模建築物の改修費用への補助制度を設け、
耐震化に取り組んでいます。【補助率：改修費用の44.8％（令和５年度までの時限措置で嵩上げ）】

　市町では、浸水情報や防災情報を掲載した津波ハザードマップを住民に広く提供することで、
ソフト面での防災対策の充実を図り、住民の自衛力の向上や被害の軽減を図ることとしています。

　県民の防災意識を高め、津波発生時の避難に役立てるため、県管理道路上の既設の道路案内標識柱等に、
海抜及び海岸からの距離を表示したシートを設置しました。

伏木富山港（新湊地区）北１号岸壁

　伏木富山港（新湊地区）国際物流ターミナルでは、北１号岸壁（L=280ｍ）が耐震
強化岸壁として平成14年に供用開始しており、富山県地域防災計画においても海上輸
送拠点施設として位置づけられています。
　また、伏木富山港（富山地区）における耐震強化岸壁の整備など、災害時における緊
急物資輸送の確保を図るため、岸壁・橋梁等の港湾施設の耐震化を推進しています。

　地震等の発生により、砂防関連
施設に著しい損傷があった場合、人
命・家屋等への災害防止機能が失
われる恐れがあります。そのため、
平成23年度より、耐震調査を実施
しており、対策工を進めています。

　下水道施設は都市の基幹施設であり、震
災によってその機能が麻痺した場合、市民
生活に大きな影響を及ぼします。このため
処理場については、個々の施設において構
造面の耐震化を図り、マンホールや管きょ
については、浮上防止対策を進めています。

企業 病院

住民

消防署 官公庁

公共交通

被害発生

水道水源の汚染

都市機能がマヒ

トイレが使えない

　支援制度を設け、住宅等の耐震化の促進に取組んでいます。
•木造住宅耐震診断支援事業【自己負担額：2千円～6千円】
•木造住宅耐震改修支援事業【補助率：4／5（上限100万円）】
•危険コンクリートブロック塀等除却支援事業 【補助率 ： ２／３(上限10万円　除却後設置の場合は上限15万円)】

　大規模地震等の発生により、橋梁が大きな損傷を受けた場合、通行止め等により県
民生活に多大な影響を与えることとなります。こうしたことを防ぎ、安全で信頼性の
高い道路ネットワークを確保するため、落橋・倒壊の防止対策に加え、路面に大きな段
差が生じないよう、橋脚や支承の補強などを行い、橋梁の耐震化を推進しています。 

堤　防

基礎地盤基礎地盤

改良地盤

矢板による堤防の耐震化（イメージ図）

　地震の発生により河川堤防等の河川管理施設および海岸保全施設が著しい損傷を受け
た場合、浸水被害が発生するなど、県民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあることか
ら、所要の耐震性を有していない区間について、対策工の検討を進めていきます。

〈津波災害警戒区域の指定〉

土石流捕捉（平成29年８月）

除石実施（平成30年６月）

（PC版へのアクセスはP.35参照）

土砂災害の防止11

●南砺市利賀村上百瀬地内における土砂災害

●土砂災害警戒情報支援システム
　（スマートフォン版）

ソフト対策の充実22

インフラ施設のストック効果（砂防堰堤が地域の物流・観光を守る！）33

公共土木施設の耐震化11

住宅・建築物の耐震化22

津波避難の意識啓発33

地震・津波対策の充実4土砂災害対策の推進3

矢板
施工前 施工後

●橋梁の耐震化の推進

●河川堤防、海岸保全施設

●港湾施設

●砂防施設 ●下水道施設

●木造住宅等の耐震化

●津波ハザードマップ

●海抜表示の実施

●大規模建築物の耐震化

細島橋（国道156号）

施工後

橋桁の
落下防止

スマートフォン版画面

■スマートフォン版  https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/
雨量メッシュ 危険度状況図 土砂災害地図情報

施工前

橋脚補強
（コンクリートによる巻立て）
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　南砺市利賀村上百瀬において、平成29年１月、斜面崩壊を伴う土砂流出が発生し、家屋の全半壊や県道の通行止めなどの被
害が発生しました。
　緊急災害対策としてブロック堰堤を施工しました。また、この斜面は、県が平成19年３月に土砂災害警戒区域に指定し、南
砺市がハザードマップを作成し、住民に周知を図ってきた場所です。こうしたこともあり地域にお住いの方々の災害に対する
危機意識が高く、速やかな避難など適切に対応されたため人的被害が発生しませんでした。

　富山県は、急峻な山岳地帯や急流河川などの険しい地形条件により、土石流や地すべり、がけ崩れなどの土砂災害が発生する
恐れがある危険箇所が数多くあり、昔からこうした災害との闘いが繰り返されてきました。
　私たちは、このような地形が持つ危険から、県民の生命と財産を守り、豊かで美しい県土を保全しています。

　２０１１年に発生した東日本大震災は、地震・大津波により、未曽有の被害をもたらしました。地震などの大規模な自然災害は発生そ
のものを防ぐことができないことから、被害を最小限に食い止める「減災」の考え方が重要となります。そこで、県では、公共土木
施設の耐震化などのハード整備や住宅の耐震化支援に引き続き取り組むとともに、津波避難の意識啓発等のソフト対策も行っています。

　富山県には、土砂災害が発生する恐れのある土砂災害危険箇所が4,947箇所あり、そのうち人家５戸以上等ある重要整備箇所
1,804箇所を対象に事業を進めています。

　スマートフォン版のサイトでは、PC版とほぼ同様の
情報が閲覧できることに加え、位置情報機能により、自
分が現在いる場所の雨量状況や土砂災害の危険度などを
リアルタイムで確認することができます。
　また、地図情報では、土砂災害警戒区域等が確認でき
ます。普段より、住んでいる地域がどのような土砂災害
の危険があるかを把握する際にも役立てて下さい。

そやまだしたに

南砺市 祖山出谷砂防堰堤の整備（平成20年～26年）

　平成20年7月豪雨による土石流で国道156
号が流出し、地域の物流、観光に多大な影響
（約41日間通行止）を与えたことから、国
道の山側に新たな砂防堰堤を整備し、平成26
年12月に完成しました。
　平成29年８月の豪雨により再び土石流が
発生しましたが、堰堤により捕捉され、国道
上の円滑な交通は確保されました。
　その後、除石を行い、土石流を捕捉する容
量を確保しました。

　県では、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づいて実施した津波シミュレーション調査結果を踏まえ、津波災害
警戒区域を指定しました。これにより、市町においては、地域防災計画の拡充や津波ハザードマップの作成が平成30年
３月に義務付けられたほか、病院や高齢者福祉施設等では、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が必要になるなど、
各自治体の警戒避難体制の整備が加速されます。    ※指定に関する詳細は、県河川課のホームページをご覧ください。

国道156号国道156号

交通ネットワークを保全し、物流・観光を守る

被災（平成20年７月）　

既設道路標識柱への
海抜等の表示

木造住宅の耐震改修工事

津波ハザード
マップイメージ
（氷見市）

　災害時の活用等の協定を締結する、民間の耐震診断義務付け大規模建築物の改修費用への補助制度を設け、
耐震化に取り組んでいます。【補助率：改修費用の44.8％（令和５年度までの時限措置で嵩上げ）】

　市町では、浸水情報や防災情報を掲載した津波ハザードマップを住民に広く提供することで、
ソフト面での防災対策の充実を図り、住民の自衛力の向上や被害の軽減を図ることとしています。

　県民の防災意識を高め、津波発生時の避難に役立てるため、県管理道路上の既設の道路案内標識柱等に、
海抜及び海岸からの距離を表示したシートを設置しました。

伏木富山港（新湊地区）北１号岸壁

　伏木富山港（新湊地区）国際物流ターミナルでは、北１号岸壁（L=280ｍ）が耐震
強化岸壁として平成14年に供用開始しており、富山県地域防災計画においても海上輸
送拠点施設として位置づけられています。
　また、伏木富山港（富山地区）における耐震強化岸壁の整備など、災害時における緊
急物資輸送の確保を図るため、岸壁・橋梁等の港湾施設の耐震化を推進しています。

　地震等の発生により、砂防関連
施設に著しい損傷があった場合、人
命・家屋等への災害防止機能が失
われる恐れがあります。そのため、
平成23年度より、耐震調査を実施
しており、対策工を進めています。

　下水道施設は都市の基幹施設であり、震
災によってその機能が麻痺した場合、市民
生活に大きな影響を及ぼします。このため
処理場については、個々の施設において構
造面の耐震化を図り、マンホールや管きょ
については、浮上防止対策を進めています。

企業 病院

住民

消防署 官公庁

公共交通

被害発生

水道水源の汚染

都市機能がマヒ

トイレが使えない

　支援制度を設け、住宅等の耐震化の促進に取組んでいます。
•木造住宅耐震診断支援事業【自己負担額：2千円～6千円】
•木造住宅耐震改修支援事業【補助率：4／5（上限100万円）】
•危険コンクリートブロック塀等除却支援事業 【補助率 ： ２／３(上限10万円　除却後設置の場合は上限15万円)】

　大規模地震等の発生により、橋梁が大きな損傷を受けた場合、通行止め等により県
民生活に多大な影響を与えることとなります。こうしたことを防ぎ、安全で信頼性の
高い道路ネットワークを確保するため、落橋・倒壊の防止対策に加え、路面に大きな段
差が生じないよう、橋脚や支承の補強などを行い、橋梁の耐震化を推進しています。 

堤　防

基礎地盤基礎地盤

改良地盤

矢板による堤防の耐震化（イメージ図）

　地震の発生により河川堤防等の河川管理施設および海岸保全施設が著しい損傷を受け
た場合、浸水被害が発生するなど、県民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあることか
ら、所要の耐震性を有していない区間について、対策工の検討を進めていきます。

〈津波災害警戒区域の指定〉

土石流捕捉（平成29年８月）

除石実施（平成30年６月）

（PC版へのアクセスはP.35参照）

土砂災害の防止11

●南砺市利賀村上百瀬地内における土砂災害

●土砂災害警戒情報支援システム
　（スマートフォン版）

ソフト対策の充実22

インフラ施設のストック効果（砂防堰堤が地域の物流・観光を守る！）33

公共土木施設の耐震化11

住宅・建築物の耐震化22

津波避難の意識啓発33

地震・津波対策の充実4土砂災害対策の推進3

矢板
施工前 施工後

●橋梁の耐震化の推進

●河川堤防、海岸保全施設

●港湾施設

●砂防施設 ●下水道施設

●木造住宅等の耐震化

●津波ハザードマップ

●海抜表示の実施

●大規模建築物の耐震化

細島橋（国道156号）

施工後

橋桁の
落下防止

スマートフォン版画面

■スマートフォン版  https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/
雨量メッシュ 危険度状況図 土砂災害地図情報

施工前

橋脚補強
（コンクリートによる巻立て）
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雪に強いまちづくり5

昭和55年度

令和４年度

伸　　　び

2,065.9

2,318.1

252.2

除雪延長
（km）

除雪率
（％）

歩道除雪
延長（km）

消雪パイプ
（km）

スノーシェッド
（km）

雪崩防止柵・壁
（km）

流雪溝
（km）

県保有除雪
機械（台）

86.9

93.2

6.3

41.0

1,103.8

1,062.8

92.8

741.0

648.2

5.8

13.7

7.9

4.2

19.3

15.1

41.7

74.5

32.8

125

485

360

5

171

166

0

43

43

うち歩道除雪機械 うち凍結抑止剤散布車

※雪崩対策施設：道路を雪崩からまもるために、道路脇の斜面に設けられた設備です。

※堆雪帯：道路の路肩を広くし、除雪した雪を堆雪しておくための場所です。

歩行空間の確保

　通園・通学路など歩行者の多い歩道においても快適な歩行者空
間を確保するための除雪を進めています。
　また、地域の除雪ボランティア団体への歩道除雪機械の貸出し
や、「雪と汗のひとかき運動」など歩道等において県民の皆さん
との協働による除雪も実施しています。　

消雪施設の整備

　冬期交通の確保のため、道路幅の狭い区間への堆雪帯※の設置
や人家が連たんしているため堆雪スペースが確保できない区間等
における消雪施設の整備、また古くなった消雪施設の更新を行う
とともに、国、県、市町村が連携し、県下全域の道路の除排雪を
進めています。

熟練講師による指導（砺波市）

　除雪機械を運転するオペレーターの高齢化により、今後の安定
的な除雪体制の維持に向けてオペレーターの育成が課題となって
います。
　このため、県では平成22年度からオペレーターの育成と技能
向上を図ることを目的に、「除雪オペレーター実地研修」を実施
しています。
　また、平成27年度から除雪作業に必要な大型特殊免許の取得
費用等を補助する「富山県除雪オペレーター育成支援事業」を実
施しています。

雪崩対策施設

　短期的・局地的な大雪が発生した場合など、雪崩等により集落
の孤立が懸念されることから、道路の安全な通行を確保するため、
雪崩対策施設などの整備を進めています。　

　道路の雪対策については数値で表されるもののほか、除雪の出動基準の見直し、水はね対策や路面情報の提供など、内容面
も充実してきており、56豪雪時（約40年前）と比べ大きく進展しています。

　富山県では「56豪雪」の厳しい経験を契機に、雪を克服すること、さらに雪を活用することに、本格的に取り組み始めました。
　私たちは、降積雪時においても、県民生活に支障がなく、産業経済活動が円滑に進められるよう雪に強いまちづくりを進めます。

安全で快適な歩行空間の確保11

除雪機械のオペレーター確保等に関する取組み22

消雪施設の整備等33

雪崩防止対策の推進44

●56豪雪時と令和４年度の雪対策の比較

鋼橋の防食機能維持

電気防食
腐食しやすい環境にある
鋼矢板式岸壁のさびの発
生を抑制

港湾岸壁の防食機能維持

トンネル点検 橋梁点検

不法係留の状況 対策後（内川）

現状 約40％ 30年後 約92％

［Ｒ５.４現在］

30年後 100％現状 約29％

港湾の岸壁

現状 約36％ 30年後 約92％橋梁（15ｍ以上）

ト ン ネ ル

　県が管理する橋梁などの公共土木施設は、戦後の高度経済成長期以
降に整備されたものが多く、今後は高齢化した公共土木施設の急速な
増加に直面します。高齢化した施設の割合が増大していくと、重大な事
故や致命的な損傷などの発生するリスクが高まることが懸念されます。

　今後は、策定した長寿命化計画等に基づき、定期的な点検や対策
工事を行うとともに、その結果を踏まえ、修繕の優先度などを適宜
見直し、計画にフィードバックしていくこととしています。

　公共水域における不法係留船は、違法に設置
される杭や桟橋による公共物の破損、違法駐車
や騒音による住民等とのトラブル、美しい景観
の破壊等、様々な問題発生の要因となっていま
す。こうしたことから、不法係留船の重点的撤
去区域を設定して規制強化に取り組むなど対策
を進めています。

　公共土木施設の長寿命化の観点に立ち、計画的・効率的な維持管理や更新を推進し、社会の重要な機能が致命的な障害を受け
ず維持されるよう県土の強靭化を図ります。

建設後50年経過する公共土木施設の推移

【定期的な点検】

【対 策 工 事】

個別施設毎の長寿命化計画等策定状況【策定済】

メンテナンスサイクル

５年
１サイクル

定期的な点検

計画策定事後評価

対策工事

H23.2　橋梁（R5.3見直し）
H25.9　都市公園（R1.12変更)
H27.2　河川管理施設（水門等）
H28.3　港湾施設
H29.3　トンネル（R4.12見直し）
H29.3　道路付属物（R4.12見直し）
H30.3　砂防設備、下水道ストックマネジメント計画
R 1 .6　地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、
　　　　ダム施設、海岸保全施設

●公共土木施設の老朽化の現状

●「対症療法型管理」から「予防保全型管理」への転換

●長寿命化計画等に基づく計画的な維持管理等

公共土木施設の長寿命化の観点に立った計画的な維持管理・更新の推進11

　従来の損傷が発生した後に対応する「対症療法型管理」から、致
命的欠陥が発生する前に措置する「予防保全型管理」に転換するこ
とにより、致命的な損傷を事前に防止するとともに、施設の寿命を
延ばしライフサイクルコストの低減と予算の平準化を図る長寿命化
対策を進めています。
　これまでの長寿命化計画（個別施設計画）の策定状況は以下のと
おりです。

架設年次別橋梁数（15ｍ以上）

現状

193
0

194
0

195
0

196
0

197
0

198
0

199
0

200
0

201
0

202
0

橋
梁
数
10

0

20

30

40
30年後

公共水域における不法係留船対策の推進22

橋梁の再塗装
さびを確実に除去し、耐
久性に優れた塗料を使用

公共土木施設の計画的・効率的な維持管理の推進6
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うち歩道除雪機械 うち凍結抑止剤散布車

※雪崩対策施設：道路を雪崩からまもるために、道路脇の斜面に設けられた設備です。

※堆雪帯：道路の路肩を広くし、除雪した雪を堆雪しておくための場所です。

歩行空間の確保

　通園・通学路など歩行者の多い歩道においても快適な歩行者空
間を確保するための除雪を進めています。
　また、地域の除雪ボランティア団体への歩道除雪機械の貸出し
や、「雪と汗のひとかき運動」など歩道等において県民の皆さん
との協働による除雪も実施しています。　

消雪施設の整備

　冬期交通の確保のため、道路幅の狭い区間への堆雪帯※の設置
や人家が連たんしているため堆雪スペースが確保できない区間等
における消雪施設の整備、また古くなった消雪施設の更新を行う
とともに、国、県、市町村が連携し、県下全域の道路の除排雪を
進めています。

熟練講師による指導（砺波市）

　除雪機械を運転するオペレーターの高齢化により、今後の安定
的な除雪体制の維持に向けてオペレーターの育成が課題となって
います。
　このため、県では平成22年度からオペレーターの育成と技能
向上を図ることを目的に、「除雪オペレーター実地研修」を実施
しています。
　また、平成27年度から除雪作業に必要な大型特殊免許の取得
費用等を補助する「富山県除雪オペレーター育成支援事業」を実
施しています。

雪崩対策施設

　短期的・局地的な大雪が発生した場合など、雪崩等により集落
の孤立が懸念されることから、道路の安全な通行を確保するため、
雪崩対策施設などの整備を進めています。　

　道路の雪対策については数値で表されるもののほか、除雪の出動基準の見直し、水はね対策や路面情報の提供など、内容面
も充実してきており、56豪雪時（約40年前）と比べ大きく進展しています。

　富山県では「56豪雪」の厳しい経験を契機に、雪を克服すること、さらに雪を活用することに、本格的に取り組み始めました。
　私たちは、降積雪時においても、県民生活に支障がなく、産業経済活動が円滑に進められるよう雪に強いまちづくりを進めます。

安全で快適な歩行空間の確保11

除雪機械のオペレーター確保等に関する取組み22

消雪施設の整備等33

雪崩防止対策の推進44

●56豪雪時と令和４年度の雪対策の比較

鋼橋の防食機能維持

電気防食
腐食しやすい環境にある
鋼矢板式岸壁のさびの発
生を抑制

港湾岸壁の防食機能維持

トンネル点検 橋梁点検

不法係留の状況 対策後（内川）

現状 約40％ 30年後 約92％

［Ｒ５.４現在］

30年後 100％現状 約29％

港湾の岸壁

現状 約36％ 30年後 約92％橋梁（15ｍ以上）

ト ン ネ ル

　県が管理する橋梁などの公共土木施設は、戦後の高度経済成長期以
降に整備されたものが多く、今後は高齢化した公共土木施設の急速な
増加に直面します。高齢化した施設の割合が増大していくと、重大な事
故や致命的な損傷などの発生するリスクが高まることが懸念されます。

　今後は、策定した長寿命化計画等に基づき、定期的な点検や対策
工事を行うとともに、その結果を踏まえ、修繕の優先度などを適宜
見直し、計画にフィードバックしていくこととしています。

　公共水域における不法係留船は、違法に設置
される杭や桟橋による公共物の破損、違法駐車
や騒音による住民等とのトラブル、美しい景観
の破壊等、様々な問題発生の要因となっていま
す。こうしたことから、不法係留船の重点的撤
去区域を設定して規制強化に取り組むなど対策
を進めています。

　公共土木施設の長寿命化の観点に立ち、計画的・効率的な維持管理や更新を推進し、社会の重要な機能が致命的な障害を受け
ず維持されるよう県土の強靭化を図ります。

建設後50年経過する公共土木施設の推移

【定期的な点検】

【対 策 工 事】

個別施設毎の長寿命化計画等策定状況【策定済】

メンテナンスサイクル

５年
１サイクル

定期的な点検

計画策定事後評価

対策工事

H23.2　橋梁（R5.3見直し）
H25.9　都市公園（R1.12変更)
H27.2　河川管理施設（水門等）
H28.3　港湾施設
H29.3　トンネル（R4.12見直し）
H29.3　道路付属物（R4.12見直し）
H30.3　砂防設備、下水道ストックマネジメント計画
R 1 .6　地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、
　　　　ダム施設、海岸保全施設

●公共土木施設の老朽化の現状

●「対症療法型管理」から「予防保全型管理」への転換

●長寿命化計画等に基づく計画的な維持管理等

公共土木施設の長寿命化の観点に立った計画的な維持管理・更新の推進11

　従来の損傷が発生した後に対応する「対症療法型管理」から、致
命的欠陥が発生する前に措置する「予防保全型管理」に転換するこ
とにより、致命的な損傷を事前に防止するとともに、施設の寿命を
延ばしライフサイクルコストの低減と予算の平準化を図る長寿命化
対策を進めています。
　これまでの長寿命化計画（個別施設計画）の策定状況は以下のと
おりです。

架設年次別橋梁数（15ｍ以上）

現状

193
0

194
0

195
0

196
0

197
0

198
0

199
0

200
0

201
0
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0

橋
梁
数
10

0

20
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40
30年後
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　富山県は持ち家率、床面積、畳数など、全国トップクラスの居住水準にあります。これからの住宅整備については、住宅その
ものの水準の向上はもちろん、多様なニーズに対応した住環境整備や周辺と一体となって良好なまちなみを形成するように誘導
していく必要があります。

　住宅の耐震化、バリアフリー化、省エネ改修工事など、一定の条件を満たしたリフォーム工事や、子育て世帯や県外からの定住
世帯向けの住宅の新築・購入・リフォームに対して15年固定金利の融資及び利子補給を行っています。

　木造住宅の耐震診断・耐震改修や危険なコンクリートブロック塀の除却等の支援制度を設けているほか、（公社）富山県建築
士会の家具転倒防止活動を助成する等、多角的な住宅の耐震化の促進に多角的に取り組んでいます。

　長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅や、断熱構造や設備が一
定の省エネ基準を満たす建築物の認定を通じて、より高品質の住宅の普及を促進しています。

　高齢者が安心して暮らせるよう「専門家による見守りサービス」など
を提供する賃貸住宅の供給を促進しています。

　県民からの住宅に関する様々なトラブルについ
ての相談に対応するため、建築関係団体と連携し
て「とやま住宅相談所」を運営しています。

　住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネルギー化を推進するなど、多様な居住ニーズに対応した住まいづくりを促進しています。

　暮らし方にあった住宅を安心して取得・改修できるよう、住宅市場の環境整備を図るとともに、全ての人が安心して暮らすこ
とができる住宅セーフティネットの充実を図っています。

　人口減少社会の到来により、空き家が増加することで発生する景観・環境・防犯上の諸問題に対応するため、空き家対策官民
連絡協議会等を通じて市町村や民間団体などのニーズや意見を聞きながら、財政的支援や技術的助言等に努めています。

耐久性等に優れた長期優良住宅
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住宅の耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化等の促進11

●住みよい家づくり資金融資制度

❷ サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

　公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対し、県営住宅を
低廉な家賃で供給しています。

❶ 県営住宅の供給 ❸ 安全・安心に暮らすための住宅相談体制

●木造住宅等の耐震化

　既存住宅の省エネ改修を支援するとともに、目指すべき省エネ住宅「富山型ウェルビーイ
ング住宅（仮称）」の性能水準を設定し普及を図ることで、住宅の省エネルギー化を促進し
ます。

●住宅の省エネルギー化

●長期優良住宅認定制度及び低炭素建築物認定制度

住宅市場の環境整備と住宅セーフティネットの充実22

地域の特性に応じた良質で快適な住環境整備33

安全・安心で豊かな住環境づくり7

多目的トイレ（海王丸パーク）スロープ

県産材木材壁面ルーバー
（富山県議会議事堂）

高志の国文学館
（全建賞、中部建築賞、JIA優秀建築賞を受賞）

アルミスパンドレルによる外壁
（富山県美術館）

　公共建築物には、必要とされる本来の
機能のほか、すべての人に優しく、使用
に不便がないことが求められており、バ
リアフリーやユニバーサルデザインに配
慮した施設づくりを行っています。

　公共建築物は、街並み等の中で大きな比重を占め
るものが多いことから、公共事業の景観づくり指針
に基づき、地域の景観や歴史的重要性などに配慮し
た施設整備に努めています。

　公共建築物には、地場産業の復興、地球温暖化対策などの先導的
な役割が期待されており、県産材を含めた木材リサイクル製品の利
用のほか、省エネや自然エネルギーの活用など、先駆的な工夫をし
ています。

耐震改修（衛生研究所）広域消防防災センター

　公共建築物は、多くの人が利用し、災
害時には復旧等の拠点となることから、
定期点検のほか、雪に強く、耐震性を備
えた設計や耐震診断・耐震改修・補修等
により、施設の機能保全や安全確保を
図っています。

　少子高齢化や地球温暖化などに対応した、人や地球にやさしい施設づくりが不可欠となっています。
　また、通常の使用に加えて、災害時の施設の安全性の確保が強く求められています。機能的でうるおいがあり、安全で安心し
て使える、質の高い建築物の整備や保全を進めていきます。

SCOP TOYAMA（富山県創業支援センター／創業・移住促進住宅）が完成
　SCOP TOYAMAは、「建築甲子園2017」で全
国優勝した富山工業高校の生徒さんのプランをも
とに、旧県職員住宅をリノベーションしたものです。
　コワーキングやシェアオフィスなどのオフィス
空間である「創業支援センター」と、アパートや
シェアハウスなどの居住空間である「創業・移住
促進住宅」を接続し、職住一体の環境となるよう
に整備しました。 創業支援センター 外観 創業・移住促進住宅 テラス

誰もが使いやすく11

より安全に22

風景になじむ33 地域にやさしく、地球にやさしく44

トピックス

県有建築物の整備・保全8

（写真撮影：鳥村鋼一）
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富山駅南北自由通路における写真展示

出典：国勢調査（総務省統計局）

　建設企業の経営基盤の安定のため、若者・女性活躍や担い手確保、生産性向上、ＩＣＴ導入等に必要な経費を
支援しています。また、県ホームページに「とやま建設業の広場」を開設し、広く行政等の情報を提供しています。

　建設業は、社会生活の基盤となる道路、河川、港湾
などの社会資本の整備・維持管理の担い手であるとと
もに、除雪災害対応など、県民の安心・安全な暮らし
を支える地域の「守り手」として重要な役割を担って
います。
　一方で、近年の建設業界では、少子高齢化に伴う就業者数の減少や高齢化が進行しており、将来を担う若手技術者の確保・育
成が喫緊の課題となっています。
　このため、富山県では、県内の建設企業が将来にわたり地域で活躍していただけるよう、担い手の確保・育成や経営基盤の強
化の取組みを進めています。

建設企業への支援2

　公共工事の入札・契約制度の透明性を高め、公正な競争を促進するとともに、工事の品質、安全性及び経済性をバランスよく
確保するため、一般競争入札及び総合評価方式の導入など制度の改善に取り組んでいます。
　また、建設業界の働き方改革の推進のため、適正な工期設定の設定や施工時期の平準化に努めています。

　建設業の労働環境の改善のため、生産性向上や働き方改革に関する取組みを実施しています。

労働環境の改善1

発注業務の改善4

　高校生や大学生を中心に、県民に幅広く建設業の魅力を発信し
ています。

建設業の魅力発信　　3

　生産性向上や経験の浅い若手技術者等が活躍できる
ように、建設現場において、ドローン等による３次元
測量やデータ設計、ＩＣＴ建設機械による施工などを
実施しています。

❶ＩＣＴ活用工事の試行

　発注者と受注者が直接会うことなく、モバイル端末
により撮影した映像・音声をインターネット経由で配
信し、段階確認や立会などを実施することで、移動時
間の削減や日程調整の円滑化が期待できます。

❷ 遠隔臨場の試行

　建設現場の週休２日を推進するため、「週休２日制
モデル工事」を実施しています。令和４年度からは、
原則全ての工事を週休２日制モデル工事とすることと
しています。

❸ 週休２日制工事の試行

　将来の職業選択肢として建設業に関心を持ってもらうため、富
山県内の高校生等を対象に生活インフラの写真を募集しました。
　優秀作品５点を含む約40点を富山駅南北自由通路において展
示しました。

●高校生インフラフォトコンテストの開催

　建設系学科を専攻する女子大学生に建設業界での就職について
理解を深めてもらうため、第一線で活躍する女性技術者との現場
見学会や座談会を開催しています。

●女子大学生と女性技術者による現場見学会・座談会の開催

　道路や橋などの公共構造物が出来上がるまでの企画、調査・測
量、設計、施工といった仕事の流れを紹介した、進路決定にも役
立つパンフレットを配布しています。

●仕事紹介パンフレット「みんなでＴＳＵＫＵＲＵ」の配布

•若年層の入職・定着を図るため、事業者団体が実施する取組みを支援
　（在職者の資格取得を支援する講座、新入社員向けの離職防止研修の開催など）
•女性の入職・定着を促進するため、女性の働き方に配慮した取組み等を支援
　（女性技術者が利用するテレワーク用機器の購入、女性用トイレの整備など）
•建設業界のイメージアップのため、事業者団体が自主的に実施する取組みを支援
　（ＴＶＣＭ等の制作、現場見学会、合同企業説明会の実施など）

❶ 若者・女性への支援

•バックオフィス（写真整理、図面作成等）の業務効率化やＩＣＴ機器の導入などを支援
　（クラウドサービスを利用するソフトウェア、トータルステーションなど）
•建設機械へＩＣＴ施工に対応した機器を導入する取組みを支援
　（ＧＮＳＳ受信機、圧力センサー、慣性計測ユニット、コントローラーなど）

❷ 生産性向上への支援

•新分野進出等に係るプラン策定や事業立上げ、販路拡大等を支援
•働き方改革や生産性向上等に関する建設企業からの相談に対し、専門家（中小企業
　診断士、社会保険労務士等）を派遣

❸ 経営力強化への支援

　悪天候等による稼働日減少などを想定し、柔軟な工
期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者
などが確保できるようにし、施工時期の平準化を図る
制度です。

❹ 余裕期間制度の試行

県ＨＰ
「とやま建設業の広場」

富山県の建設業就業者数の推移 富山県の建設業就業者の高齢化の進行

H12 H17 H22 H27 R2

余裕期間制度（発注指定方式の場合）

発注者指定方式：余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

余裕期間 実工期工期の始期を指定

ＩＣＴ活用工事の実施内容例

遠隔臨場のイメージ〈現場での計測状況〉 〈監督員による確認状況〉

現場状況をリアルタイムに配信

撮影箇所等の指示

ドローン等による
３次元測量

３次元測量データによる
設計・施工計画

ICT 建設機械
による施工

検査の省力化

❶ 測量 ❷ 設計・施工計画 ❸ 施工 ❹ 検査

受注者調達

・タブレット
　スマホ など
・通信契約

発注者調達

・タブレット
　スマホ など
・通信契約

現　場 土木センター
事務所

生活インフラを支える夜間工事 冬期の道路通行の確保

女子大学生・女性技術者による現場見学会（左）・座談会（右）

パンフレット「みんなでTSUKURU」

令和５年度の事業予定

活 用 事 例

●「ミライを体感！けんせつ×テックフェス2023」の開催
開催日：令和５年９月30日（土）
場　所：富山駅南北自由通路
内　容：事業者団体、建設企業等と連携した体験イベント

●県内の建設業に関する情報を集約したウェブサイトの開設
（令和５年度内に公開予定）

パンフレット「ハカル、エガク、ツナゲル。」
（制作：（一社）富山県測量設計業協会）

ＰＲ動画「工業は冒険だ」
（制作：富山県建設専門工事業団体協議会）

～建設業は地域の
　　　　　 「守り手」～
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45,000

40,000

29.0%

43,575

528,961
538,839

46,354

34.6%
37.0% 37.0% 36.8%

25.9%
20.6%

20.2%

31.2%

16.6%

15.0%

32.4%

14.6%

33.2%

13.6%

35.1%

13.8%

10.1% 9.4%
10.6%

58,975

70,602

546,363

578,051

597,702

建設業
▲38％

（H12→R2） 建設業（29歳以下）

全産業（29歳以下）

全産業（55歳以上）

建設業（55歳以上）

全産業
▲12％

（H12→R2）

50,031
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富山駅南北自由通路における写真展示

出典：国勢調査（総務省統計局）

　建設企業の経営基盤の安定のため、若者・女性活躍や担い手確保、生産性向上、ＩＣＴ導入等に必要な経費を
支援しています。また、県ホームページに「とやま建設業の広場」を開設し、広く行政等の情報を提供しています。

　建設業は、社会生活の基盤となる道路、河川、港湾
などの社会資本の整備・維持管理の担い手であるとと
もに、除雪災害対応など、県民の安心・安全な暮らし
を支える地域の「守り手」として重要な役割を担って
います。
　一方で、近年の建設業界では、少子高齢化に伴う就業者数の減少や高齢化が進行しており、将来を担う若手技術者の確保・育
成が喫緊の課題となっています。
　このため、富山県では、県内の建設企業が将来にわたり地域で活躍していただけるよう、担い手の確保・育成や経営基盤の強
化の取組みを進めています。

建設企業への支援2

　公共工事の入札・契約制度の透明性を高め、公正な競争を促進するとともに、工事の品質、安全性及び経済性をバランスよく
確保するため、一般競争入札及び総合評価方式の導入など制度の改善に取り組んでいます。
　また、建設業界の働き方改革の推進のため、適正な工期設定の設定や施工時期の平準化に努めています。

　建設業の労働環境の改善のため、生産性向上や働き方改革に関する取組みを実施しています。

労働環境の改善1

発注業務の改善4

　高校生や大学生を中心に、県民に幅広く建設業の魅力を発信し
ています。

建設業の魅力発信　　3

　生産性向上や経験の浅い若手技術者等が活躍できる
ように、建設現場において、ドローン等による３次元
測量やデータ設計、ＩＣＴ建設機械による施工などを
実施しています。

❶ＩＣＴ活用工事の試行

　発注者と受注者が直接会うことなく、モバイル端末
により撮影した映像・音声をインターネット経由で配
信し、段階確認や立会などを実施することで、移動時
間の削減や日程調整の円滑化が期待できます。

❷ 遠隔臨場の試行

　建設現場の週休２日を推進するため、「週休２日制
モデル工事」を実施しています。令和４年度からは、
原則全ての工事を週休２日制モデル工事とすることと
しています。

❸ 週休２日制工事の試行

　将来の職業選択肢として建設業に関心を持ってもらうため、富
山県内の高校生等を対象に生活インフラの写真を募集しました。
　優秀作品５点を含む約40点を富山駅南北自由通路において展
示しました。

●高校生インフラフォトコンテストの開催

　建設系学科を専攻する女子大学生に建設業界での就職について
理解を深めてもらうため、第一線で活躍する女性技術者との現場
見学会や座談会を開催しています。

●女子大学生と女性技術者による現場見学会・座談会の開催

　道路や橋などの公共構造物が出来上がるまでの企画、調査・測
量、設計、施工といった仕事の流れを紹介した、進路決定にも役
立つパンフレットを配布しています。

●仕事紹介パンフレット「みんなでＴＳＵＫＵＲＵ」の配布

•若年層の入職・定着を図るため、事業者団体が実施する取組みを支援
　（在職者の資格取得を支援する講座、新入社員向けの離職防止研修の開催など）
•女性の入職・定着を促進するため、女性の働き方に配慮した取組み等を支援
　（女性技術者が利用するテレワーク用機器の購入、女性用トイレの整備など）
•建設業界のイメージアップのため、事業者団体が自主的に実施する取組みを支援
　（ＴＶＣＭ等の制作、現場見学会、合同企業説明会の実施など）

❶ 若者・女性への支援

•バックオフィス（写真整理、図面作成等）の業務効率化やＩＣＴ機器の導入などを支援
　（クラウドサービスを利用するソフトウェア、トータルステーションなど）
•建設機械へＩＣＴ施工に対応した機器を導入する取組みを支援
　（ＧＮＳＳ受信機、圧力センサー、慣性計測ユニット、コントローラーなど）

❷ 生産性向上への支援

•新分野進出等に係るプラン策定や事業立上げ、販路拡大等を支援
•働き方改革や生産性向上等に関する建設企業からの相談に対し、専門家（中小企業
　診断士、社会保険労務士等）を派遣

❸ 経営力強化への支援

　悪天候等による稼働日減少などを想定し、柔軟な工
期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者
などが確保できるようにし、施工時期の平準化を図る
制度です。

❹ 余裕期間制度の試行

県ＨＰ
「とやま建設業の広場」

富山県の建設業就業者数の推移 富山県の建設業就業者の高齢化の進行

H12 H17 H22 H27 R2

余裕期間制度（発注指定方式の場合）

発注者指定方式：余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

余裕期間 実工期工期の始期を指定

ＩＣＴ活用工事の実施内容例

遠隔臨場のイメージ〈現場での計測状況〉 〈監督員による確認状況〉

現場状況をリアルタイムに配信

撮影箇所等の指示

ドローン等による
３次元測量

３次元測量データによる
設計・施工計画

ICT 建設機械
による施工

検査の省力化

❶ 測量 ❷ 設計・施工計画 ❸ 施工 ❹ 検査

受注者調達

・タブレット
　スマホ など
・通信契約

発注者調達

・タブレット
　スマホ など
・通信契約

現　場 土木センター
事務所

生活インフラを支える夜間工事 冬期の道路通行の確保

女子大学生・女性技術者による現場見学会（左）・座談会（右）

パンフレット「みんなでTSUKURU」

令和５年度の事業予定

活 用 事 例

●「ミライを体感！けんせつ×テックフェス2023」の開催
開催日：令和５年９月30日（土）
場　所：富山駅南北自由通路
内　容：事業者団体、建設企業等と連携した体験イベント

●県内の建設業に関する情報を集約したウェブサイトの開設
（令和５年度内に公開予定）

パンフレット「ハカル、エガク、ツナゲル。」
（制作：（一社）富山県測量設計業協会）

ＰＲ動画「工業は冒険だ」
（制作：富山県建設専門工事業団体協議会）

～建設業は地域の
　　　　　 「守り手」～
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建設業
▲38％

（H12→R2） 建設業（29歳以下）

全産業（29歳以下）

全産業（55歳以上）

建設業（55歳以上）

全産業
▲12％

（H12→R2）

50,031
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一目でわかる土木指標1
　土木部の予算や各事業をグラフや表でご覧ください。

◆河川管理延長（％）（R4.4.1）

◆令和５年度県予算（一般会計）（単位：百万円）

◆ダム一覧表（R5.4.1時点）◆土砂災害危険箇所の整備状況（％）（R5.3.31）

◆富山空港利用者数推移（千人）

◆県管理河川改修状況（％）（R4.3.31） ◆海岸線実延長（％）（R4.3.31）

全　国富山県太閤山ランド富岩運河環水公園

全国平均富山県

0

200

400

600
国内・国際チャーター便国際線国内線

R3R2 R3R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22 R2R1H30H29H28

◆新設住宅着工戸数（千戸）

（年度）
R2 R3 R4

R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22

R1H30H29H28
0

2.0

4.0

6.0

8.0

◆年間降水量（mm）
（2020年～2022年平均）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

全国平均富山県

◆年間平均有感地震回数（回）
（2013年～2022年平均）

120
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0

◆主要都市公園の利用者数の推移（千人）

0

2,000

2,500

◆コンテナ取扱個数の推移（TEU）

0

40,000

20,000

60,000

80,000

100,000
移入（TEU）輸出（TEU）輸入（TEU） 移出（TEU）

（注）目的　Ｆ ： 洪水調節、　Ｎ ： 流水の正常な機能の維持、　A ： 特定かんがい、
　　　　　Ｗ ： 水道用水、　Ｉ ： 工業用水、　Ｐ ： 発電、　   S ： 消流雪用水

◆下水道処理人口普及率の変遷（％）

直轄負担金災害復旧単独事業公共事業 新幹線負担金
◆事業区分別予算推移（最終）（単位：百万円）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

一級（国管理）
10%
（168km）

概成箇所
35.4%
（636箇所）

要整備箇所
64.6%
（1,166箇所）

一級（県管理）
61%
（1,003km）

改修済延長
57%
（424.1km）

未改修延長
43%
（320.3km）

国土交通省
河川局
所管海岸
54%
（51,544km）

国土交通省
港湾局所管海岸
25%
（23,632km）

農林水産省
水産庁
所管海岸
21%
（19,673km）

二級（県管理）
29%
（478km） 全体

1,649km
（318河川）

◆都市計画区域の指定状況（％）（R3.3.31）

都市計画区域
173,412ha
40.8%

非線引き都計区域 
125,354ha
29.5%

都市計画区域指定なし
251,346ha
59.2%

線引き都計区域   
48,058ha　11.3%

市街化区域
13,805ha　3.2%

市街化調整区域 
34,253ha
8.1%

県全体
424,761ha
100%

全体箇所数
1,804箇所

うち国 168km
うち県 1,481km

要改修延長
744.4km

海岸線実延長
94,849km

◆道路整備状況（R4.4.1現在）

国道（直　轄）
国道（県管理）
県 道
市 町 村 道
合 計

230.6
290.6

2,170.2 
11,220.3
13,911.7

100.0%( 1 )
92.8%(29)
87.6%(12)
78.0%( 1 )
80.2%( 1 )

100.0%( 1 )
95.9%(46)
94.5%(42)
90.9%(10)
91.7%(14)

実延長（km） 改良率（％）
（全国順位）

舗装率（％）
簡易舗装含む（全国順位）

（年度）
R4

（年）

（年度） （年度） （年度）

500

1,000

1,500

2382.3

11.7

98.3
1763.0

R4

全国８位 全国最少

南砺市

室牧ダム

ダム名 位   置 目   的
高さ
（m）

総貯水容量
（千㎥）

完成年度
備考

富
山
県（
土
木
部
）

国
交
省

上市川ダム

和田川ダム

利賀川ダム

白岩川ダム

子撫川ダム

角川ダム

朝日小川ダム

布施川ダム

城端ダム

境川ダム

大谷ダム（生活貯水池）

久婦須川ダム

舟川ダム（生活貯水池）

宇奈月ダム

利賀ダム

富山市 F,N,P

F,N,P

F,A,W,I,P

F,P

F,N,W

F,N,W

F,N

F,N,P

F,N,P

F,N,P

F,N,S

F,N,S

F,A,W,I,P,S

F,N,S

F,N,P,S

F,N,S

80.5

64.0

21.0

37.0

50.0

45.0

58.5

89.0

67.0

84.0

58.5

59.0

115.0

29.5

95.0

49.8

17,000

4,850

3,070

2,700

2,200

6,600

1,550

9,100

7,800

5,280

1,350

3,000

59,900

325

10,000

600

S36

S39

S42

S49

S49

S53

S53

S59

S60

H  2

H  4

H  4

H  5

H10

H14

H24

上市町

砺波市

南砺市

立山町

小矢部市

魚津市

富山市

上市町

朝日町

黒部市

南砺市

南砺市
岐阜県白川村

黒部市

富山市

入善町

黒部市

熊野川ダム

上市川第二ダム

F,N,Ｉ

F,W,P

112.0

97.0

31,100

24,700

建設中

H13

警察費
25,323（4%）

その他
110,352
（18%）

商工費
112,277
（18%）

教育費
103,516
（16%）

民生費・衛生費
96,154
（15%）

公債費
90,776
（14%）

土木費
60,838
（10%）

農林水産業費
33,419（5%）

県予算額
一般会計
632,655

R3 R4R2R1H30H29H28H27H26H25H24

※全国平均は47都道府県の単純平均
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一目でわかる土木指標1
　土木部の予算や各事業をグラフや表でご覧ください。

◆河川管理延長（％）（R4.4.1）

◆令和５年度県予算（一般会計）（単位：百万円）

◆ダム一覧表（R5.4.1時点）◆土砂災害危険箇所の整備状況（％）（R5.3.31）

◆富山空港利用者数推移（千人）

◆県管理河川改修状況（％）（R4.3.31） ◆海岸線実延長（％）（R4.3.31）

全　国富山県太閤山ランド富岩運河環水公園

全国平均富山県
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◆新設住宅着工戸数（千戸）
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◆主要都市公園の利用者数の推移（千人）
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（注）目的　Ｆ ： 洪水調節、　Ｎ ： 流水の正常な機能の維持、　A ： 特定かんがい、
　　　　　Ｗ ： 水道用水、　Ｉ ： 工業用水、　Ｐ ： 発電、　   S ： 消流雪用水

◆下水道処理人口普及率の変遷（％）

直轄負担金災害復旧単独事業公共事業 新幹線負担金
◆事業区分別予算推移（最終）（単位：百万円）
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◆都市計画区域の指定状況（％）（R3.3.31）
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40.8%
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230.6
290.6

2,170.2 
11,220.3
13,911.7

100.0%( 1 )
92.8%(29)
87.6%(12)
78.0%( 1 )
80.2%( 1 )
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❹ ハザードマップが確認できます。

❶ 雨量や河川の水位が確認できます。 ～河川情報システム～

暮らしの安全・安心ツール44

市町村のハザードマップ作成状況 ○：作成済

ハザードマップ

洪　　水※

内　　水

土砂災害

津　　波

富山市

○

○

○

○

高岡市

○

○

○

○

魚津市

○

○

○

氷見市

○

○

○

滑川市

○

○

○

黒部市

○

○

○

砺波市

○

○

小矢部市

○

○

南砺市

○

○

射水市

○

○

○

上市町

○

○

○

立山町

○

○

入善町

○

○

○

朝日町

○

○

○

舟橋村

○

　道路情報のホームページ

富山県土砂災害警戒情報支援
システムの画面

　河川情報システムは、県下全域に設置された雨量計や河川の水位計、河川監視カメラ等の
データを迅速に収集し、表示するとともに、市町村へ情報を提供することにより、速やかな
水防活動や適切な河川管理に役立てるものです。
　雨量や河川水位、河川監視カメラの画像は、住民の自主的な避難行動を支援するため、イ
ンターネットにより、県民の皆さんに提供しています。県のホームページ（富山県河川・海岸
カメラ、富山防災ＷＥＢ）、国土交通省のホームページ（川の防災情報、川の水位情報、防災ネッ
ト富山）及び県内全ケーブルテレビの防災番組等においても確認することができます。

❷ 土砂災害発生の危険度が確認できます。 ～土砂災害警戒情報支援システム～

❸ 道路情報が確認できます。 ～除雪情報システム～
　ドライバーの安全運転の支援を目的として、道路監視カメラの画像や降積雪量、路面温度な
どの情報をインターネットで提供しています。（降積雪量や路面温度情報は冬期間のみ提供）
　また、ＡＩを活用した車両滞留状況の提供やＳＮＳを利用した道路情報の発信にも取り組んで
います。

　県民の皆さんが的確な防災行動をとれるよう、市
町村に対して、ハザードマップの作成支援を行って
います。
　ハザードマップは、市町村から配布されており、
ホームページ等でも確認することもできます。 洪水ハザードマップ（高岡市）

※想定し得る最大規模の降雨によるシミュレーション結果に基づくもの

　大雨や大雪などによる災害に備えて頂くため、県民の皆さんにリアルタイムで防災情報を発信しています。ぜひご利用ください。ＳＮＳ・ウェブサイト11

パンフレット33

内水

土砂災害

洪水

津波

各ハザードマップの範囲イメージ

富山県河川・海岸カメラ 検索パソコンから
http://kawa.pref.toyama.jp/camera/ ウェブサイト

「富山県河川・海岸カメラ」

　県と富山地方気象台は、土砂災害による被害の防止・軽減のため、土砂災害が発生するお
それが高まったときに市町村長が発令する避難指示等の判断や県民の皆さんの自主避難の参
考となるよう、「土砂災害警戒情報」を共同発表しています。
　インターネットにて、「土砂災害警戒情報」の発表状況や土砂災害の危険性が高まった区
域などの詳細情報を確認できます。
　また、土砂災害警戒情報や大雨注意報等の情報をメールでお知らせするサービスも行っています。

富山県　土砂災害警戒情報 検索

https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/m/

パソコンから

スマートフォンから
携帯電話から

富山県道路情報 検索パソコンから

https://www.toyama-douro.toyama.toyama.jp/

「みんなでＴＳＵＫＵＲＵ」

前作「ＴＳＵＫＵＲＵ」

iPhone Android

とやまの土木情報局2

　公共構造物ができあがるまでは、公務員や調査・測量業者、設計業
者、施工業者など様々な人が関わっています。その仕事内容を分かり
やすく紹介しています。

●「みんなでTSUKURU」の発行

動画配信22

　総合土木職を目指す皆さんのキャリアイメージにつながるように、
若手職員３名に仕事の内容、魅力などについてインタビューしました。

●公務員志望必見！「富山県の土木職員の仕事」

　常願寺川にかかる富立大橋の４車線化工事現場に潜入し、普段は入
ることができない土木工事について紹介しています。

●土木工事って面白い！「富山のどぼく発見!!ツアー」

パソコン・携帯から

　SNSで土木部に関する事業内容やイベント等の情報を発信しています。
●土木部Facebook・Instagram“いいね！とやまの土木”

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1510/kj00022165.html

　県職員（総合土木職）を目指す皆さんのキャリアイメージを支援するために作
成したホームページで、本紙「とやまの土木」や仕事内容を紹介する土木部新聞、
先輩職員の声等を掲載しています。

●富山県「総合土木職キャリア情報ナビ」

いいね とやまの土木 検索

富山 土木 キャリア情報ナビ 検索パソコン・携帯から

皆さまからのフォロー、いいね！
お待ちしております♪

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1510/kj00021796.html

富山 TSUKURU 検索パソコン・携帯から

https://www.youtube.com/watch?v=ltNeNFk1Vws

https://www.youtube.com/watch?v=_k6L_TPUlAo

https://www.youtube.com/watch?v=Ts0-38PPxPo&t=3s

ホームページからダウンロードできます

アプリ「雪みち富山」

https://www.facebook.com/toyama.doboku

　https://www.instagram.com/iinedoboku/

Facebook

Instagram

土木現場を舞台に仕事内容を紹介！

仕事を選んだきっかけや魅力などを熱弁！

現 場 編

メッセージ編

34
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❹ ハザードマップが確認できます。

❶ 雨量や河川の水位が確認できます。 ～河川情報システム～
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　SNSで土木部に関する事業内容やイベント等の情報を発信しています。
●土木部Facebook・Instagram“いいね！とやまの土木”

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1510/kj00022165.html

　県職員（総合土木職）を目指す皆さんのキャリアイメージを支援するために作
成したホームページで、本紙「とやまの土木」や仕事内容を紹介する土木部新聞、
先輩職員の声等を掲載しています。

●富山県「総合土木職キャリア情報ナビ」

いいね とやまの土木 検索

富山 土木 キャリア情報ナビ 検索パソコン・携帯から

皆さまからのフォロー、いいね！
お待ちしております♪

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1510/kj00021796.html

富山 TSUKURU 検索パソコン・携帯から

https://www.youtube.com/watch?v=ltNeNFk1Vws

https://www.youtube.com/watch?v=_k6L_TPUlAo

https://www.youtube.com/watch?v=Ts0-38PPxPo&t=3s

ホームページからダウンロードできます

アプリ「雪みち富山」

https://www.facebook.com/toyama.doboku

　https://www.instagram.com/iinedoboku/

Facebook

Instagram

土木現場を舞台に仕事内容を紹介！

仕事を選んだきっかけや魅力などを熱弁！

現 場 編

メッセージ編
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都心の土地区画整理と富岩運河
出典：『都市公論：昭和11年５月１日第19巻第５号 運河・街路及び土地区画整理事業の実施について』

こう し

はせこし しょうすい

ろ

　豊かな恵みを供給する一方でひとたび洪水にな
ると暴れだす川の水を、一方でなだめつつ、他方
で生活や産業に利用すべく、富山県の先人は知恵
を絞りました。
　その典型が、大正９年（1920年）に始めた県
営発電事業です。北陸地方の水力発電の嚆矢は、
明治32年（1899年）に富山電灯㈱が運転を始め
た大久保発電所ですが、この水力発電を県の事業
として行ったもので、これにより、安くて豊富な
電力を供給し、産業を興し、県の苦しい財政を
賄ったのです。「禍を転じて福と為す」とはまさ
にこのことです。
　かくして、とやまの土木史の第二章は「大正の
発電」と称されます。

　このように富山県では、県の誕生以来、水と闘い・水を治めつつ、電気を起こし・
産業を興し、橋を架け・道をつけ、港を築き・まちを拓き、県土を整えてきました。
　「ハジメニ治水アリキ」とは、歴史的時間の「ハジメ」であり、かつ、今という時
代にあっても「まず、はじめに」治水なのです。とやまの土木は、「ハジメニ治水ア
リキ、而シテ常ニ治水アルベシ」を基礎としながら、さらに安全・便利・快適なもの
となるよう、努力し続けていきます。

　明治期の神通川馳越線工事により開削した捷水
路は、大正10年（1921年）には本流となり、そ
の結果、かつての神通川はわずかに松川を残すの
みで広大な廃川地となって富山駅前と旧来の市街
地とを分断する形に残り、都市の発展に大きな障
害となっていました。
　昭和３年（1928年）に、この障害を取り除き、近代都市富山にふさわしいまちを
つくろうと、県は三つの都市計画事業を決定しました。それは、第一に、富山駅北か
ら東岩瀬港（現在の富山港）まで５kmの運河を掘り、第二に、その掘った土砂で神
通川の跡地117haを埋め立てて区画整理し、第三に、関連する７本の街路を建設す
るという、まことに壮大なものでした。
　県が行った都心区画整理事業（全国初の公共団体施行区画整理）により、昔、神通
川だったところに新しくまちが生まれ、今日では、県庁や富山市役所などが建ち並ぶ、
富山の都心となっています。
　この港とまちと道を都市計画事業により建設し、富山のまちの骨格が出来上がった
ことから、とやまの土木史の第三章を「昭和の都市計画」と呼んでいます。
　そして、この昭和初期の「都市計画＝みなと・まち・みち」は、その後も戦災復興
土地区画整理事業や、富山新港の建設、富山駅北のとやま都市MIRAI事業などに引き
継がれています。

年（年号）

大

　正

社会経済 とやまの土木史、主な災害

1920 （T９）
1924 （T13）
1926 （T15）

砂防法改正
県営水力発電着手

立山砂防事業直轄移管

1928 （S３）
1933 （S８）
1935 （S10）
1936 （S11）
1936 （S11）
1939 （S14）
1945 （S20）
1946 （S21）
1954 （S29）
1958 （S33）
1961 （S36）
1963 （S38）
1964 （S39）
1965 （S40）
1968 （S43）
1969 （S44）
1975 （S50）
1983 （S58）
1984 （S59）
1985 （S60）
1986 （S61）

1995 （H７）
1997 （H９）
1998 （H10）
1999 （H11）
2000 （H12）

2002 （H14）
2003 （H15）
2004 （H16）
2008 （H20）
2009 （H21）
2011 （H23）
2015 （H27）
2017 （H29）

昭

　
　和

平

　
　成

日満産業大博覧会

戦災／終戦

富山産業大博覧会
富山国体・地すべり等防止法

（新）河川法施行
都市計画法
急傾斜地法

置県百年／にっぽん新世紀博覧会

富山都心区画整理着手
富山飛行場開場（倉垣）
県庁舎、櫻橋完成
電気ビル、富山大橋完成
本宮砂防堰堤完成
白岩堰堤完成、東岩瀬港開港場指定

戦災復興事業着手
富山市公会堂完成

室牧ダム完成
富山空港開港
氷見市胡桃地すべり災害、人家被災87戸

富山新港開港
集中豪雨災害、死傷者29人、人家被災149戸
北陸道富山IC開業（昭和63年県内全線開通）
県民公園太閤山ランド開園
富山空港ジェット化
とやま21世紀水公園プラン
とやま都市MIRAI計画

兵庫県南部地震
河川法改正

2000年とやま国体
土砂災害防止法

景観法

東北地方太平洋沖地震

水と緑のネットワーク構想
中島閘門　重要文化財に、立山カルデラ砂防博物館開館
白岩堰堤、本宮砂防堰堤、桜橋　登録有形文化財に
笹津橋　登録有形文化財に

牛島閘門、泥谷砂防堰堤、小牧ダム　登録有形文化財に
富山県景観条例施行

東海北陸自動車道の全線開通
白岩堰堤砂防施設　重要文化財に
富岩運河環水公園全面開園
北陸新幹線開業、能越自動車道　県内全区間供用開始
常願寺川砂防施設（白岩堰堤に本宮堰堤、泥谷堰堤を追加）
重要文化財に

はいせん ち

●県営水力発電

●運河・都心区画整理・街路事業

●とやまの土木の原点

大正の発電

ハジメニ治水アリキ

昭和の都市計画

　今から140年前、明治16年（1883年）５月９日、治
水問題をきっかけに石川県から分離独立して富山県が誕
生しました。県では直ちに土木課を設け、治水、砂防事
業にとりかかりました。
　明治年間の県の一般会計決算額に占める土木費の割合
は平均で45％（その大半が治水堤防費）、洪水の頻発した
明治24年（1891年）にはなんと87％にもなりました。
　このように近代富山の土木史は「明治の治水」に始まりました。
　この「明治の治水」を代表するものが神通川の馳越線工事（明治34年（1901年）～36年（1903年））と常願寺川上流の立
山砂防（明治39年（1906年）～今日）です。

じんずうがわはせこし

はせこし
（注１）馳越線工事

（注２）捷　水　路

　富山の中心部を流れる神通川は、当時、
富山城の北側で大きく蛇行していたため、
大雨のたびに市街地で溢れていました。県
では、明治29年（1896年）の大水害を
きっかけに神通川の本格的な改修に着手し、
明治34年（1901年）からの第二期工事で
は、馳越線工事を行い直線の捷水路を建設
しました。

じんずうがわはせこし

河川のＵ字型にカーブした
部分に新しいまっすぐな水
路をつくり、洪水のときに
古い川の堤防を馳せ越して
（乗り越えて）いく水の勢
いで土砂を押し流し、水路
の幅を広げていくという手
法で進められた河川工事。
神通川では、水かさが270cm
以上になると古い川の堤防
を馳せ越して、新しい水路
に水が入り、工事直後には
２mだった水路の幅が今の
川幅になりました。

蛇行する河川の屈曲部を直
線的に連絡するために開削
した人工水路。洪水防止や
土地利用を目的として行わ
れる。

しょう すい ろ

年（年号）

明

　
　治

社会経済 とやまの土木史、主な災害

1858 （安政５）

1883 （M16）

1891 （M24）

1896 （M29）
1897 （M30）
1899 （M32）
1900 （M33）
1901 （M34）
1906 （M39）
1908 （M41）

安政の大地震

置県

（旧）河川法
砂防法

20世紀

大鳶山、小鳶山崩壊、死者行方不明140人

土木課設置　庄川改修工事着手　富山県下河川調査
（オランダ人技師ルーエンホルスト・ムルデルによる調査）
常願寺川改修工事着手（白岩川分離）
（オランダ人技師ヨハネス・デ・レーケによる計画）
県治水同盟会設立

伏木港開港場指定
庄川第二次改修工事着手（小矢部川分離）
神通川馳越線工事着工
県営立山砂防事業着手
北陸線富山駅開業（現位置）

立山砂防工事

はせこし（注１） しょうすいろ（注２）

神通川馳越線工事

　神通川と常願寺川を中心に富山の土木小史を紹介します。

明治の治水

　安政の飛越地震（1858年）により鳶山
が崩れ、立山カルデラにたまった膨大な
土砂が一気に富山平野に流れ出るのを防
ぐために、明治39年（1906年）に県営の
砂防事業に着手しました。しかし、余り
にも大変な工事であったために、国に砂防
法の改正を働きかけ、大正15年（1926年
）からは、旧内務省の直轄事業として移管
され、現在もカルデラ内に残るといわれる
２億㎥の土砂を安定させるために、営々と
砂防事業が進められています。

とんびやま

●神通川馳越線工事と立山砂防工事

とやまの土木小史3

は こ

「護天涯の碑」を視察する新田知事
（立山カルデラ・泥谷第１号堰堤）

明治初年の神通川と橋北
出典：『神通川とその流域史』

昭和初年の神通川と橋北
出典：『神通川とその流域史』

　「護天涯の碑」は、立山カ
ルデラ内部の泥谷第１号堰堤
に埋め込まれています。この
碑は、大正４年（1915年）頃、
当時の富山県知事・浜田恒之
助氏により、揮毫されたもの
と言われています。【護天涯】
という言葉には、人里から遠
く離れた立山カルデラの地に
おいて砂防事業をおこない、
土砂流出による被害から下流
に広がる富山平野の県民の命
と財産を護るという気概が示
されています。

てんがいをまもる
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都心の土地区画整理と富岩運河
出典：『都市公論：昭和11年５月１日第19巻第５号 運河・街路及び土地区画整理事業の実施について』

こう し

はせこし しょうすい

ろ

　豊かな恵みを供給する一方でひとたび洪水にな
ると暴れだす川の水を、一方でなだめつつ、他方
で生活や産業に利用すべく、富山県の先人は知恵
を絞りました。
　その典型が、大正９年（1920年）に始めた県
営発電事業です。北陸地方の水力発電の嚆矢は、
明治32年（1899年）に富山電灯㈱が運転を始め
た大久保発電所ですが、この水力発電を県の事業
として行ったもので、これにより、安くて豊富な
電力を供給し、産業を興し、県の苦しい財政を
賄ったのです。「禍を転じて福と為す」とはまさ
にこのことです。
　かくして、とやまの土木史の第二章は「大正の
発電」と称されます。

　このように富山県では、県の誕生以来、水と闘い・水を治めつつ、電気を起こし・
産業を興し、橋を架け・道をつけ、港を築き・まちを拓き、県土を整えてきました。
　「ハジメニ治水アリキ」とは、歴史的時間の「ハジメ」であり、かつ、今という時
代にあっても「まず、はじめに」治水なのです。とやまの土木は、「ハジメニ治水ア
リキ、而シテ常ニ治水アルベシ」を基礎としながら、さらに安全・便利・快適なもの
となるよう、努力し続けていきます。

　明治期の神通川馳越線工事により開削した捷水
路は、大正10年（1921年）には本流となり、そ
の結果、かつての神通川はわずかに松川を残すの
みで広大な廃川地となって富山駅前と旧来の市街
地とを分断する形に残り、都市の発展に大きな障
害となっていました。
　昭和３年（1928年）に、この障害を取り除き、近代都市富山にふさわしいまちを
つくろうと、県は三つの都市計画事業を決定しました。それは、第一に、富山駅北か
ら東岩瀬港（現在の富山港）まで５kmの運河を掘り、第二に、その掘った土砂で神
通川の跡地117haを埋め立てて区画整理し、第三に、関連する７本の街路を建設す
るという、まことに壮大なものでした。
　県が行った都心区画整理事業（全国初の公共団体施行区画整理）により、昔、神通
川だったところに新しくまちが生まれ、今日では、県庁や富山市役所などが建ち並ぶ、
富山の都心となっています。
　この港とまちと道を都市計画事業により建設し、富山のまちの骨格が出来上がった
ことから、とやまの土木史の第三章を「昭和の都市計画」と呼んでいます。
　そして、この昭和初期の「都市計画＝みなと・まち・みち」は、その後も戦災復興
土地区画整理事業や、富山新港の建設、富山駅北のとやま都市MIRAI事業などに引き
継がれています。

年（年号）

大

　正

社会経済 とやまの土木史、主な災害

1920 （T９）
1924 （T13）
1926 （T15）

砂防法改正
県営水力発電着手

立山砂防事業直轄移管

1928 （S３）
1933 （S８）
1935 （S10）
1936 （S11）
1936 （S11）
1939 （S14）
1945 （S20）
1946 （S21）
1954 （S29）
1958 （S33）
1961 （S36）
1963 （S38）
1964 （S39）
1965 （S40）
1968 （S43）
1969 （S44）
1975 （S50）
1983 （S58）
1984 （S59）
1985 （S60）
1986 （S61）

1995 （H７）
1997 （H９）
1998 （H10）
1999 （H11）
2000 （H12）

2002 （H14）
2003 （H15）
2004 （H16）
2008 （H20）
2009 （H21）
2011 （H23）
2015 （H27）
2017 （H29）

昭

　
　和

平

　
　成

日満産業大博覧会

戦災／終戦

富山産業大博覧会
富山国体・地すべり等防止法

（新）河川法施行
都市計画法
急傾斜地法

置県百年／にっぽん新世紀博覧会

富山都心区画整理着手
富山飛行場開場（倉垣）
県庁舎、櫻橋完成
電気ビル、富山大橋完成
本宮砂防堰堤完成
白岩堰堤完成、東岩瀬港開港場指定

戦災復興事業着手
富山市公会堂完成

室牧ダム完成
富山空港開港
氷見市胡桃地すべり災害、人家被災87戸

富山新港開港
集中豪雨災害、死傷者29人、人家被災149戸
北陸道富山IC開業（昭和63年県内全線開通）
県民公園太閤山ランド開園
富山空港ジェット化
とやま21世紀水公園プラン
とやま都市MIRAI計画

兵庫県南部地震
河川法改正

2000年とやま国体
土砂災害防止法

景観法

東北地方太平洋沖地震

水と緑のネットワーク構想
中島閘門　重要文化財に、立山カルデラ砂防博物館開館
白岩堰堤、本宮砂防堰堤、桜橋　登録有形文化財に
笹津橋　登録有形文化財に

牛島閘門、泥谷砂防堰堤、小牧ダム　登録有形文化財に
富山県景観条例施行

東海北陸自動車道の全線開通
白岩堰堤砂防施設　重要文化財に
富岩運河環水公園全面開園
北陸新幹線開業、能越自動車道　県内全区間供用開始
常願寺川砂防施設（白岩堰堤に本宮堰堤、泥谷堰堤を追加）
重要文化財に

はいせん ち

●県営水力発電

●運河・都心区画整理・街路事業

●とやまの土木の原点

大正の発電

ハジメニ治水アリキ

昭和の都市計画

　今から140年前、明治16年（1883年）５月９日、治
水問題をきっかけに石川県から分離独立して富山県が誕
生しました。県では直ちに土木課を設け、治水、砂防事
業にとりかかりました。
　明治年間の県の一般会計決算額に占める土木費の割合
は平均で45％（その大半が治水堤防費）、洪水の頻発した
明治24年（1891年）にはなんと87％にもなりました。
　このように近代富山の土木史は「明治の治水」に始まりました。
　この「明治の治水」を代表するものが神通川の馳越線工事（明治34年（1901年）～36年（1903年））と常願寺川上流の立
山砂防（明治39年（1906年）～今日）です。

じんずうがわはせこし

はせこし
（注１）馳越線工事

（注２）捷　水　路

　富山の中心部を流れる神通川は、当時、
富山城の北側で大きく蛇行していたため、
大雨のたびに市街地で溢れていました。県
では、明治29年（1896年）の大水害を
きっかけに神通川の本格的な改修に着手し、
明治34年（1901年）からの第二期工事で
は、馳越線工事を行い直線の捷水路を建設
しました。

じんずうがわはせこし

河川のＵ字型にカーブした
部分に新しいまっすぐな水
路をつくり、洪水のときに
古い川の堤防を馳せ越して
（乗り越えて）いく水の勢
いで土砂を押し流し、水路
の幅を広げていくという手
法で進められた河川工事。
神通川では、水かさが270cm
以上になると古い川の堤防
を馳せ越して、新しい水路
に水が入り、工事直後には
２mだった水路の幅が今の
川幅になりました。

蛇行する河川の屈曲部を直
線的に連絡するために開削
した人工水路。洪水防止や
土地利用を目的として行わ
れる。

しょう すい ろ

年（年号）

明

　
　治

社会経済 とやまの土木史、主な災害

1858 （安政５）

1883 （M16）

1891 （M24）

1896 （M29）
1897 （M30）
1899 （M32）
1900 （M33）
1901 （M34）
1906 （M39）
1908 （M41）

安政の大地震

置県

（旧）河川法
砂防法

20世紀

大鳶山、小鳶山崩壊、死者行方不明140人

土木課設置　庄川改修工事着手　富山県下河川調査
（オランダ人技師ルーエンホルスト・ムルデルによる調査）
常願寺川改修工事着手（白岩川分離）
（オランダ人技師ヨハネス・デ・レーケによる計画）
県治水同盟会設立

伏木港開港場指定
庄川第二次改修工事着手（小矢部川分離）
神通川馳越線工事着工
県営立山砂防事業着手
北陸線富山駅開業（現位置）

立山砂防工事

はせこし（注１） しょうすいろ（注２）

神通川馳越線工事

　神通川と常願寺川を中心に富山の土木小史を紹介します。

明治の治水

　安政の飛越地震（1858年）により鳶山
が崩れ、立山カルデラにたまった膨大な
土砂が一気に富山平野に流れ出るのを防
ぐために、明治39年（1906年）に県営の
砂防事業に着手しました。しかし、余り
にも大変な工事であったために、国に砂防
法の改正を働きかけ、大正15年（1926年
）からは、旧内務省の直轄事業として移管
され、現在もカルデラ内に残るといわれる
２億㎥の土砂を安定させるために、営々と
砂防事業が進められています。

とんびやま

●神通川馳越線工事と立山砂防工事

とやまの土木小史3

は こ

「護天涯の碑」を視察する新田知事
（立山カルデラ・泥谷第１号堰堤）

明治初年の神通川と橋北
出典：『神通川とその流域史』

昭和初年の神通川と橋北
出典：『神通川とその流域史』

　「護天涯の碑」は、立山カ
ルデラ内部の泥谷第１号堰堤
に埋め込まれています。この
碑は、大正４年（1915年）頃、
当時の富山県知事・浜田恒之
助氏により、揮毫されたもの
と言われています。【護天涯】
という言葉には、人里から遠
く離れた立山カルデラの地に
おいて砂防事業をおこない、
土砂流出による被害から下流
に広がる富山平野の県民の命
と財産を護るという気概が示
されています。

てんがいをまもる
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　土木部には、本庁組織として、９課が設置されています。
　また、土木センター４（支所として土木事務所４）、ダム管理事務所７、港管理事務所３など、合わせて18の出先機関と立山
カルデラ砂防博物館があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

新 川 土 木 セ ン タ ー

新川土木センター入善土木事務所

富 山 土 木 セ ン タ ー

富山土木センター立山土木事務所

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高岡土木センター氷見土木事務所

高岡土木センター小矢部土木事務所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

9

10

11

12

13

14

15

16

室 牧 ダ ム 管 理 事 務 所

上 市 川 ダ ム 管 理 事 務 所

和 田 川 ダ ム 管 理 事 務 所

利 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所

白 岩 川 ダ ム 管 理 事 務 所

子撫川統合ダム管理事務所

境 川 ダ ム 管 理 事 務 所

立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館

17

18

19

富 山 新 港 管 理 局

伏 木 港 事 務 所

富 山 港 事 務 所

●土木部内の人事、予算、経理、企画調整
（事務）に関すること

●建設工事等の入札及び契約業務に関すること

●用地の取得、土地収用に関すること

●土木部内の企画調整（技術）に関すること

●建設業の指導監督及び振興に関すること

●土木工事の技術指導・積算基準に関すること

●道路の維持管理や除雪に関すること

●道路や橋りょうの新築及び改築に関すること

●各種道路計画、道路に関する許認可に関
すること

●河川及び海岸の調査計画、管理、改良、
災害復旧に関すること

●水防に関すること

●ダムの計画調査や建設・管理に関すること

●砂防、地すべり、急傾斜地、集落雪崩の
調査、計画、対策に関すること

●港湾の整備及び管理に関すること

●港湾区域の海岸の整備及び管理に関すること

●都市計画行政に関すること

●都市計画道路など都市施設の整備に関す
ること

●土地区画整理事業に関すること

●都市公園の整備及び管理に関すること

●流域下水道の整備及び管理に関すること

●公共下水道の事業計画及び認可に関すること

●富山県内の北陸新幹線の連絡調整に関す
ること

●富山駅付近連続立体交差事業及び駅周辺
整備に関すること

●建築基準法等の建築の基準に関すること

●県営住宅等の建設及び管理に関すること

●景観づくり、屋外広告物に関すること

●開発行為の許可等に関すること

●市街地再開発に関すること

●建築許可に関すること

●県有施設の建築・設備工事の設計及び工
事監理に関すること

管 理 課

建設技術企画課

道 路 課

河 川 課

砂 防 課

港 湾 課

都 市 計 画 課

建 築 住 宅 課

営 繕 課

開 発 班

下 水 道 班

新幹線・駅
周辺整備班

住みよいま
ちづくり班

土木部の組織と業務5
　とやまの歴史とともにできた土木文化財を紹介します。

❶白岩堰堤 ❺富岩運河中島閘門
国指定重要文化財
平成21年６月30日指定
管理：国土交通省

国指定重要文化財
平成10年５月１日登録
管理：富山県

❻富岩運河牛島閘門
国登録有形文化財
平成14年６月25日登録
管理：富山県

❼桜　橋
国登録有形文化財
平成11年11月18日登録
管理：富山県

❽笹津橋
国登録有形文化財
平成12年２月15日登録
管理：国土交通省

　立山カルデラ内の土砂を
安定させるため、カルデラ
の出口に設けられたもので、
昭和14年（1939年）に完
成しました。この堰堤は、
堤高が63mと砂防堰堤では日本一の高さを誇っています。後
に「砂防の父」と呼ばれた赤木正雄博士の計画によるもので
す。砂防施設としては全国初の重要文化財に指定されました。

❷本宮堰堤
国指定重要文化財
平成29年11月28日指定
管理：国土交通省
　常願寺川河口より26.8km
地点に位置し、昭和11年
（1936年）に完成しました。
　この堰堤の貯砂量は500
万立方メートルと我が国最
大級です。堰堤の表面は間知石貼で造られており、周辺環境に
調和した砂防堰堤となっています。

❹小牧ダム
国登録有形文化財
平成14年６月25日登録
管理：関西電力㈱
　庄川に築かれた堤長
301m、堤高79mの発電用
ダムで、昭和５年（1930年）
に完成しました。
　アーチ曲面が美しい本
格的な重力式コンクリート造ダムで、地震力を考慮した設計に
より飛躍的に大型化した構造物で、建築当時「東洋一のダム」
と呼ばれました。中央部にゲート付越流部、右岸側に鮎の遡上
のためのエレベーター式魚道、左岸に木材の流送のための運材
設備を設けてあります。

❸泥谷堰堤
国指定重要文化財
平成29年11月28日指定
管理：国土交通省

　常願寺川支渓のうち、荒廃の
著しい泥谷の侵食防止のため
に旧内務省直轄で築かれた階
段式砂防堰堤で、昭和13年
（1938年）に完成しました。
標高差122m、延長467mの急
傾斜面に、台形の越流部を有す
る重力式石張りコンクリート造堰堤20基、床固３基が連続的
に築かれています。この堰堤は、白岩、本宮砂防堰堤とともに
富山県の砂防事業の基幹をなすものです。
（写真提供：国土交通省立山砂防事務所）

しらいわ ふ がんうん が なかじまこうもん

ふ がんうん が うしじまこうもん

さくら ばし

ささ づ ばし

ほんぐう

どろだに

こ まき

　昭和3年（1928年）か
らの富山都市計画事業によ
り造られた富岩運河のほぼ
中間に位置し、昭和9年
（1934年）に完成しました。閘門は、上流と下流の水位を門
扉の開閉により調整し、船の運航を助ける施設です。閘室は、
昭和初期の土木技術を用いた石組み・鉄筋コンクリート造りで、
扉体は今では珍しいリベット（鋲）接合で造られています。昭
和の土木構造物としては全国初の重要文化財に指定されました。

　富岩運河といたち川の水位
調節を行い、川船を運航させ
るために、 昭和9年（1934年）
に設けられた閘門です。閘室
の主要部分は鉄筋コンクリート造りで、木製合掌門扉を支える
部分は、石組み構造となっています。中島閘門とともに富山の
近代化を支えた富岩運河の代表的な土木構造物の一つです。

　富山市の中心部を流れ
る松川に架かる橋で、富
岩運河と同じく県の都市
計画事業により建設され、
昭和10年（1935年）に完成しました。この桜橋は、シルエッ
トの美しいリベット打ちの鋼製アーチ橋で、都心部の歴史的景
観を示すものとして、桜の季節には遊覧船が橋下を通過するな
ど、観光資源にもなっています。

　国道41号線が旧大沢
野町と旧細入村の境で神
通川を渡る箇所に架かる
橋で、昭和16年（1941
年）に完成しました。
　現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋です。
神通峡の美しい周辺環境と調和し、躍動感あるデザインが特徴です。

このほかに「とやまの近代歴史遺産」（富山県教育委員会、平成22年３
月）に選定された土木施設もあります。詳細はウェブサイト「富山県
デジタル文化財ミュージアム」をご覧ください。
アドレス　http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/3007/digital/index2.html

けん ち いしばり

ひ たい

富山県デジタル文化財ミュージアム 検索

とやまの土木遺産4
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　土木部には、本庁組織として、９課が設置されています。
　また、土木センター４（支所として土木事務所４）、ダム管理事務所７、港管理事務所３など、合わせて18の出先機関と立山
カルデラ砂防博物館があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

新 川 土 木 セ ン タ ー

新川土木センター入善土木事務所

富 山 土 木 セ ン タ ー

富山土木センター立山土木事務所

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高岡土木センター氷見土木事務所

高岡土木センター小矢部土木事務所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

9

10

11

12

13

14

15

16

室 牧 ダ ム 管 理 事 務 所

上 市 川 ダ ム 管 理 事 務 所

和 田 川 ダ ム 管 理 事 務 所

利 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所

白 岩 川 ダ ム 管 理 事 務 所

子撫川統合ダム管理事務所

境 川 ダ ム 管 理 事 務 所

立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館

17

18

19

富 山 新 港 管 理 局

伏 木 港 事 務 所

富 山 港 事 務 所

●土木部内の人事、予算、経理、企画調整
（事務）に関すること

●建設工事等の入札及び契約業務に関すること

●用地の取得、土地収用に関すること

●土木部内の企画調整（技術）に関すること

●建設業の指導監督及び振興に関すること

●土木工事の技術指導・積算基準に関すること

●道路の維持管理や除雪に関すること

●道路や橋りょうの新築及び改築に関すること

●各種道路計画、道路に関する許認可に関
すること

●河川及び海岸の調査計画、管理、改良、
災害復旧に関すること

●水防に関すること

●ダムの計画調査や建設・管理に関すること

●砂防、地すべり、急傾斜地、集落雪崩の
調査、計画、対策に関すること

●港湾の整備及び管理に関すること

●港湾区域の海岸の整備及び管理に関すること

●都市計画行政に関すること

●都市計画道路など都市施設の整備に関す
ること

●土地区画整理事業に関すること

●都市公園の整備及び管理に関すること

●流域下水道の整備及び管理に関すること

●公共下水道の事業計画及び認可に関すること

●富山県内の北陸新幹線の連絡調整に関す
ること

●富山駅付近連続立体交差事業及び駅周辺
整備に関すること

●建築基準法等の建築の基準に関すること

●県営住宅等の建設及び管理に関すること

●景観づくり、屋外広告物に関すること

●開発行為の許可等に関すること

●市街地再開発に関すること

●建築許可に関すること

●県有施設の建築・設備工事の設計及び工
事監理に関すること

管 理 課

建設技術企画課

道 路 課

河 川 課

砂 防 課

港 湾 課

都 市 計 画 課

建 築 住 宅 課

営 繕 課

開 発 班

下 水 道 班

新幹線・駅
周辺整備班

住みよいま
ちづくり班

土木部の組織と業務5
　とやまの歴史とともにできた土木文化財を紹介します。

❶白岩堰堤 ❺富岩運河中島閘門
国指定重要文化財
平成21年６月30日指定
管理：国土交通省

国指定重要文化財
平成10年５月１日登録
管理：富山県

❻富岩運河牛島閘門
国登録有形文化財
平成14年６月25日登録
管理：富山県

❼桜　橋
国登録有形文化財
平成11年11月18日登録
管理：富山県

❽笹津橋
国登録有形文化財
平成12年２月15日登録
管理：国土交通省

　立山カルデラ内の土砂を
安定させるため、カルデラ
の出口に設けられたもので、
昭和14年（1939年）に完
成しました。この堰堤は、
堤高が63mと砂防堰堤では日本一の高さを誇っています。後
に「砂防の父」と呼ばれた赤木正雄博士の計画によるもので
す。砂防施設としては全国初の重要文化財に指定されました。

❷本宮堰堤
国指定重要文化財
平成29年11月28日指定
管理：国土交通省
　常願寺川河口より26.8km
地点に位置し、昭和11年
（1936年）に完成しました。
　この堰堤の貯砂量は500
万立方メートルと我が国最
大級です。堰堤の表面は間知石貼で造られており、周辺環境に
調和した砂防堰堤となっています。

❹小牧ダム
国登録有形文化財
平成14年６月25日登録
管理：関西電力㈱
　庄川に築かれた堤長
301m、堤高79mの発電用
ダムで、昭和５年（1930年）
に完成しました。
　アーチ曲面が美しい本
格的な重力式コンクリート造ダムで、地震力を考慮した設計に
より飛躍的に大型化した構造物で、建築当時「東洋一のダム」
と呼ばれました。中央部にゲート付越流部、右岸側に鮎の遡上
のためのエレベーター式魚道、左岸に木材の流送のための運材
設備を設けてあります。

❸泥谷堰堤
国指定重要文化財
平成29年11月28日指定
管理：国土交通省

　常願寺川支渓のうち、荒廃の
著しい泥谷の侵食防止のため
に旧内務省直轄で築かれた階
段式砂防堰堤で、昭和13年
（1938年）に完成しました。
標高差122m、延長467mの急
傾斜面に、台形の越流部を有す
る重力式石張りコンクリート造堰堤20基、床固３基が連続的
に築かれています。この堰堤は、白岩、本宮砂防堰堤とともに
富山県の砂防事業の基幹をなすものです。
（写真提供：国土交通省立山砂防事務所）

しらいわ ふ がんうん が なかじまこうもん

ふ がんうん が うしじまこうもん

さくら ばし

ささ づ ばし

ほんぐう

どろだに

こ まき

　昭和3年（1928年）か
らの富山都市計画事業によ
り造られた富岩運河のほぼ
中間に位置し、昭和9年
（1934年）に完成しました。閘門は、上流と下流の水位を門
扉の開閉により調整し、船の運航を助ける施設です。閘室は、
昭和初期の土木技術を用いた石組み・鉄筋コンクリート造りで、
扉体は今では珍しいリベット（鋲）接合で造られています。昭
和の土木構造物としては全国初の重要文化財に指定されました。

　富岩運河といたち川の水位
調節を行い、川船を運航させ
るために、 昭和9年（1934年）
に設けられた閘門です。閘室
の主要部分は鉄筋コンクリート造りで、木製合掌門扉を支える
部分は、石組み構造となっています。中島閘門とともに富山の
近代化を支えた富岩運河の代表的な土木構造物の一つです。

　富山市の中心部を流れ
る松川に架かる橋で、富
岩運河と同じく県の都市
計画事業により建設され、
昭和10年（1935年）に完成しました。この桜橋は、シルエッ
トの美しいリベット打ちの鋼製アーチ橋で、都心部の歴史的景
観を示すものとして、桜の季節には遊覧船が橋下を通過するな
ど、観光資源にもなっています。

　国道41号線が旧大沢
野町と旧細入村の境で神
通川を渡る箇所に架かる
橋で、昭和16年（1941
年）に完成しました。
　現存する戦前の橋としては全国２番目の大スパンアーチ橋です。
神通峡の美しい周辺環境と調和し、躍動感あるデザインが特徴です。

このほかに「とやまの近代歴史遺産」（富山県教育委員会、平成22年３
月）に選定された土木施設もあります。詳細はウェブサイト「富山県
デジタル文化財ミュージアム」をご覧ください。
アドレス　http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/3007/digital/index2.html

けん ち いしばり

ひ たい

富山県デジタル文化財ミュージアム 検索
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「環日本海・東アジア諸国図」（通称：逆さ地図）
この地図は、富山県が平成24年に国土地理院長の承認を得て作成したものです。

〒930‒8501 富山市新総曲輪1‒7
☎076‒431‒4111（代）
ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/

編集·発行／富山県土木部建設技術企画課
☎076‒444‒3313
ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1510/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/15/1510.html

表紙の写真
（左上）海王丸パークと新湊大橋
（左下）富山県防災危機管理センター
（右上）富立大橋4車線化事業
（右中）太閤山ランド水辺の広場大型遊具
（右下）除雪作業（令和５年１月）

コチラのアンケートフォームから
本誌のご意見・ご感想をお待ちしています


